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世
紀
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エ
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プ
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大
力
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ィ
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と
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家
系
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【
要
約
】
　
一
四
世
紀
半
ば
か
ら
末
に
か
け
て
の
時
期
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
社
会
や
経
済
は
大
き
く
変
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
の
時
期
、
エ
ジ
プ

ト
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
は
い
か
な
る
人
々
が
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
就
任
条
件
を
検
討
し
て
み
る
と
、
㈹
学
識
や
能
力
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
、
㈲
前
任
者
の
ナ
ー
イ
ブ
で
あ
る
こ
と
、
◎
賄
賂
を
用
い
る
こ
と
、
㈲
有
力
者
と
の
コ
ネ
な
い
し
は
有
力
者
か
ら
の
推
薦
が
あ
る
こ
と
、
㈹
大
力
ー
デ

ィ
ー
経
験
者
の
親
族
を
持
つ
こ
と
、
が
そ
の
主
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
重
要
な
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
⑭
親
族
関
係
の

具
体
的
な
あ
り
方
は
、
こ
の
時
期
に
大
カ
ー
デ
ィ
ー
を
輩
出
し
た
ブ
ル
キ
ー
二
！
家
と
シ
フ
ナ
家
の
事
例
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
両
家
に
共
通
し
て
指
摘

で
き
る
こ
と
は
、
出
身
地
域
を
活
動
拠
点
に
法
や
宗
教
・
教
育
に
関
わ
る
職
を
家
系
の
専
門
職
と
し
、
そ
れ
ら
を
多
く
親
族
間
で
持
続
的
に
確
保
し
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
有
力
家
系
の
存
在
は
、
ウ
ラ
マ
ー
の
社
会
的
流
動
性
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
竣
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
七
九
巻
三
号
一
九
九
六
年
葺
～

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
二
六
五
年
マ
ム
ル
ー
ク
朝
治
下
の
エ
ジ
プ
ト
で
司
法
制
度
に
改
革
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
大
力
ー
デ
ィ
ー
（
ρ
帥
曾
巴
ゐ
8
騨
）
に
は
、

シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
の
者
が
一
人
だ
け
任
命
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
が
、
以
後
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
、
マ
ー
リ
ク
派
、
ハ
ン
バ
ル
派
の
三
法
学
派
か

ら
も
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
、
合
わ
せ
て
四
人
が
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
こ
の
四
人
の
大
力
i
デ
ィ
ー
を
頂
点
と
す
る
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

制
は
一
六
世
紀
初
め
に
マ
ム
ル
ー
ク
朝
が
滅
亡
し
、
エ
ジ
プ
ト
に
オ
ス
マ
ン
朝
の
支
配
が
確
立
す
る
ま
で
存
続
し
た
。
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大
力
ー
デ
ィ
1
た
ち
は
、
司
法
組
織
の
ト
ッ
プ
と
し
て
活
動
す
る
だ
け
で
な
く
、
広
く
ウ
ラ
マ
ー
を
代
表
す
る
者
と
し
て
カ
リ
フ
、
ス
ル
タ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ン
の
即
位
式
や
ス
ル
タ
ン
に
関
わ
る
冠
婚
葬
祭
に
列
席
し
、
雨
乞
い
や
ペ
ス
ト
退
散
の
祈
り
を
捧
げ
る
な
ど
し
て
い
た
。
近
年
、
イ
ス
ラ
ム
法

や
そ
の
担
い
手
た
る
ウ
ラ
マ
ー
に
関
連
す
る
研
究
が
活
発
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
ウ
ラ
マ
：
の
代
表
的
な
存
在
で
あ
っ
た
大
力
i
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

イ
ー
に
関
し
て
も
、
社
会
に
お
け
る
そ
の
活
動
や
役
割
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で
に
い
く
つ
も
の
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
体
い

か
な
る
人
々
が
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
し
た
の
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
意
外
に
も
本
格
的
な
研
究
に
乏
し
い
。
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
た
研
究
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
わ
ず
か
に
国
ω
8
≦
賞
に
よ
る
も
の
の
み
で
あ
る
。
彼
は
、
年
代
記
の
ほ
か
に
、
特
に
最
近
組
織
的
に

利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
名
辞
典
を
用
い
て
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
た
ち
の
出
自
・
経
歴
の
特
徴
や
そ
の
就
任
条
件
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し

た
。
だ
が
、
そ
の
検
討
対
象
の
時
期
は
一
四
世
紀
末
ま
で
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
エ
ジ
プ
ト
の
社
会
、
経
済
が
大
き
く
変
化
し
た
と

し
、
そ
れ
を
境
に
マ
ム
ル
ー
ク
朝
時
代
を
前
期
と
後
期
に
分
け
る
の
が
、
現
代
の
多
く
の
研
究
老
た
ち
の
間
で
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
彼
が

対
象
時
期
を
限
定
し
た
の
は
一
つ
に
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
が
、
直
接
的
に
は
、
一
四
世
紀
末
以
後
の
時
期
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
に
関
し
て
既
に

　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
⑦

ω
o
ぼ
ヨ
B
Φ
一
や
℃
①
霞
図
に
よ
る
研
究
が
あ
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
霧
ω
8
乱
訂
這
。
。
今
。
。
］
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
研
究
や
そ
の
後
な
さ
れ
た
研

⑧究
に
よ
っ
て
も
、
当
該
時
期
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
た
ち
の
経
歴
や
就
任
条
件
が
十
分
に
解
明
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
本
稿
は
さ
さ
や
か
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
研
究
上
の
空
白
を
埋
め
よ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。
但
し
、
団
の
o
o
〈
詳
N
と
同
じ
よ
う
に

大
力
ー
デ
ィ
ー
そ
れ
ぞ
れ
の
経
歴
す
べ
て
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
、
本
稿
に
当
て
ら
れ
る
紙
数
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
こ
こ

で
は
論
点
を
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
。
。
。
。
〈
一
言
に
よ
れ
ば
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
就
任
者
の
中
に
先
任
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
と
血
縁
、
姻
戚

関
係
を
有
す
る
者
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
こ
の
時
期
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
就
任
の
条
件
を
概
観
し
て
、
一
四
世
紀
末
以
後
で

も
親
族
関
係
が
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
次
に
そ
の
具
体
的
な
あ
り
様
を
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
を
輩
出
し
た
家
系
を
取
り
上
げ
、

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
で
利
用
し
た
主
要
史
料
と
そ
の
略
称
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

2　（316）



B
Z

: Ib
n

 Iy
as, 

B
ada'i' a

l-Z
u

h
u

r fi 
W

aqa'i' 
a

l-D
u

h
u

r. 5 vols., W
iesb

ad
en

, 1960-75. 

D
H

: Ib
n

 al-I:Ianball, 
D

u
rr al-I.-Iabab fi 

T
a

'rih
h

 A
'ytin

 I.-Ialab. 
2 vols., 

D
im

ash
q

, 1972-tl. 

D
K

: Ib
n

 I;Iajar al-'A
sqalan1, a

l-D
u

ra
r a

l-K
a

m
in

a
 fi 

A
'ya

n
 a

l-M
i'a

 a
l-T

h
a

m
in

a
. 4 vols., 

B
ay

ru
t, 1993. 

D
L

: al-S
akhaw

1, al-J?aw
' 

a
l-L

a
m

i' li-A
h

l a
l-Q

a
rn

 al-T
tisi'. 12 vols., 

B
ay

ru
t, n. 

d. 

D
M

: A
b

u
 
al-Fal~l 

Ib
n

 al-S
hil;m

a, 
a

l-D
u

rr a
l-M

u
n

ta
h

h
a

b
 fi 

T
a

'rih
h

 M
a

m
la

h
a

 
I.-Ialab. 

T
okyo, 1990. 

D
R

: al-S
akhaw

1, 
D

h
a

yl 'ala R
a

j' 
al-I~r. 

al-Q
ah

ira, 1966. 

G
K

S
: al-G

hazz1, a
l-K

a
w

a
h

ib
 al-Sti'ira b

i-A
'ya

n
 a

l-M
i'a

 a
l-'A

sh
ira

. 3 vols., 
B

ay
ru

t, 1979. 

IG
: Ib

n
 l:Iajar al-'A

sqalan1, 
Inba' 

a
l-G

h
u

m
r bi-A

bna' 
al-'U

m
r. 9 vols., 

H
y

d
erab

ad
, 1967-76. 

IN
: al-T

ab
b

ak
h

, 
I'la

m
 a

l-N
u

b
a

la
' 

bi-T
a

'rih
h

 I:Ialab 
al-Shahba. 7 vols., I:Ialab, 

1988. 

K
M

: al-M
aqr1z1, 

K
ita

b
 

a
l-M

a
w

a
'iz w

a 
l-I'tibar, bi-D

hikr 
a

l-K
h

ita
t 

w
a-l-A

thar. 
2 vols., 

B
u

laq
, 1270 

A
. H

., rep
r. 

B
ay

ru
t. n. d. 

K
S

: -
,
 K

ittib a
l-S

u
lu

h
 b

i-M
a

'rifa
 D

u
w

a
l 
al-Mulul~. 

4 vols., 
al-Q

ah
ira, 1939-73. 

M
S

: Ib
n

 T
aghr1 B

ird!, a
l-M

a
n

h
a

l a
l-$

tifi w
a

-l-M
u

sta
w

ji ba'd a
l-W

tifi. 7 vols., 
al-Q

ah
ira, 

1985-1994-

N
Z

: -
,
 a

l-N
u

ju
m

 al-Z
tihira fi M

u
lu

h
 
M
i
~
r
 w

a-l-Q
tihira. 

16 vols., 
al-Q

ah
ira, 1963-72. 

R
I: 

Ib
n

 
I~Iajar 

al-'A
sqalan1, 

R
a

j' 
al-I~r 

'a
n

 
Q

uqat 
M
i
~
r
.
 

2 vols., 
al-Q

ah
ira, 1957-61; 

R
ia

: 
m

s. 
B

ib
lio

th
eq

u
e 

N
atio

n
ale A

rab
e 2149; 

R
ib

: 
B

ib
lio

th
eq

u
e N

atio
n

ale A
rab

e 5893. 

S
A

: al-Q
alq

ash
an

d
1

, $ub(• 
a

l-A
'sh

a
 fi $

in
ti'a

 a
l-In

sh
a

'. 
14 vols., al-Q

ah
ira, 

1963. 

S
D

: Ib
n

 '!m
ad

 al-I:Ianball, 
Shadharat al-D

hahab fi 
A

hhbtir M
a

n
 D

hahaba. 8 vols., 
al-Q

ah
ira, 1350-51 A

. H
. 

T
S

 : Ib
n

 Q
ac;H

 
S

h
u

h
b

a, T
abaqat 

al-Shiifi'iyya. 4 vols., 
B

ay
ru

t, 1987. 



≦
δ
け
n
．
≦
帥
Φ
戸
O
．
M
．
．
．
い
①
ω
玄
。
σ
Q
㌶
勺
露
Φ
ω
創
仁
蜜
㊤
口
げ
巴
の
9
戸
”
”
ミ
南
匂
6
（
目
⑩
Q
◎
b
O
）

①
そ
の
過
程
と
意
義
に
関
し
て
、
同
8
0
〈
搾
N
、
」
‘
．
、
．
甥
δ
国
。
。
窮
三
箆
毒
Φ
艮
o
h

　
司
。
舞
Ω
凱
Φ
h
｝
β
α
0
9
0
ω
三
℃
ω
貯
昏
①
竃
9
3
一
9
（
局
ヨ
嘗
「
ρ
．
．
歯
O
⑭
一
8
1
Q
Q

　
（
お
o
o
b
o
）
叫
乞
一
〇
一
。
。
o
P
｝
．
ω
＜
．
、
o
り
巳
富
凱
巴
－
N
顎
炎
噌
ご
」
9
嘱
ぴ
㊤
『
ω
p
コ
鳥
夢
①
帥
℃
嘗
馨
－

　
旨
0
9
0
h
h
o
鶴
憎
Ω
凱
①
h
の
倒
臼
ω
（
8
G
Q
＼
這
④
q
）
い
、
．
的
N
悔
O
O
（
む
Q
。
A
）
…
一
望
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冨
0
7
ω
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●

　
〉
．
＼
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目
7
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勺
江
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四
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矯
o
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U
o
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ω
凱
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勺
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一
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8
“
H
σ
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ひ
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㊤
N
N
p
コ
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7
①
仏
門
冨
9
厨
7
ヨ
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コ
叶
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｛
男
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萄
Ω
臥
9
一
二
α
σ
q
①
ω
三
℃
ω
一
己
門
門
ヨ
一
a
内
国
σ
q
賓
℃
3
、
、

　
㍉
嵐
0
9
一
5
ム
（
お
り
軌
）
が
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
翌
年
に
は
シ
リ
ア
地
方
で
も

　
同
様
の
改
革
が
行
わ
れ
た
が
、
本
稿
は
エ
ジ
プ
ト
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
の
み
を
対
象

　
と
す
る
の
で
、
以
下
単
に
「
大
力
ー
デ
ィ
ー
」
と
記
す
場
合
は
、
す
べ
て
エ
ジ
プ

　
ト
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
を
指
す
。

②
　
オ
ス
マ
ン
朝
治
下
の
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
イ
ス
タ
ソ
ブ
ル
で
任
命
さ
れ
た
魯
貸

　
p
劉
．
霧
冨
尻
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
る
司
法
制
度
に
次
第
に
組
み
替
え
ら
れ
て
い
っ

　
た
が
、
そ
の
過
程
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
ω
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三
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。
ご
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囚
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節
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ミ
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オ
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マ
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エ
ジ
プ
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初
期
に
お
け
る
マ
ド
ラ
サ
・
サ
ー
リ
ヒ
ー
ヤ
と
ナ
ー
イ
ブ
・
カ

　
ー
デ
ィ
ー
・
ア
ス
ケ
ル
の
任
命
」
『
中
央
大
学
ア
ジ
ア
史
研
究
』
　
｝
三
（
一
九
八

　
九
）
が
あ
る
。

③
雨
乞
い
に
つ
い
て
は
例
え
ば
Z
N
”
×
＜
添
鍾
1
9
ペ
ス
ト
退
散
の
祈
り
に
つ
い

田
．
て
は
穴
ω
弧
く
誌
Q
。
Q
。
を
参
照
。
そ
の
他
、
即
位
式
へ
の
列
席
な
ど
な
年
代
記
で
頻

　
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

④
．
い
壱
置
二
ω
》
H
．
フ
、
ぎ
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毫
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ミ
鴇
§
鴨
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ミ
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ミ
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Σ
恥
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O
簿
ヨ
「

　
耳
鼻
σ
q
⑦
近
津
ρ
お
零
．
（
以
下
、
い
鳶
口
霧
と
略
記
）
が
、
そ
の
代
表
的
な
研
究

　
で
あ
る
。

⑤
　
目
ω
o
o
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沖
N
噌
一
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ミ
g
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＼
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薄
3
ゆ
。
島
曝
し
㊤
。
。
心
（
以
下
、
図
の
8
£
言
δ
。
。
鼻
と
略
記
）
。
そ
の

　
他
に
、
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
略
歴
と
そ
の
典
拠
と
な
る
史
料
を
列
挙
し
た
。
。
四
＝
σ
評

　
回
く
■
ω
こ
．
、
い
ヨ
け
。
ω
o
ξ
o
謬
。
ざ
α
q
5
0
Φ
ω
匹
窃
α
q
旨
p
臼
＄
〔
諏
ω
ユ
①
一
、
師
σ
Q
望
℃
8
ω
o
葛

　
．
一
躍
窯
月
参
9
。
鼻
ρ
”
、
．
肉
肉
き
叙
（
お
零
）
（
以
下
、
ω
p
一
一
田
6
零
と
略
記
）
が
あ

　
り
、
本
稿
の
関
心
の
上
か
ら
大
い
に
参
考
に
な
る
が
、
得
ら
れ
た
情
報
に
基
づ
い

　
た
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
な
お
本
稿
表
－
作
成
の
際
の
瓶
ハ
拠
は
、
概
ね
こ
の

　
論
文
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
史
料
、
お
よ
び
任
命
時
の
年
代
記
の
記
述
で
あ
る
。

⑥
　
。
。
号
ぎ
ヨ
①
＝
實
ω
・
一
四
世
紀
末
以
後
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
関
し
て
年
代
記
か

　
ら
の
情
報
を
も
と
に
全
般
的
に
論
じ
た
も
の
だ
が
、
個
々
の
経
歴
や
そ
の
特
徴
に

　
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

⑦
勺
Φ
窪
ざ
ρ
男
9
a
の
■
窯
①
盈
。
コ
冨
芦
．
、
0
8
σ
q
『
署
三
。
〇
二
臓
器
。
剛
汁
ぎ

　
Ω
く
富
一
二
亀
。
冨
曙
o
h
O
錬
8
ぎ
9
0
漂
白
8
”
ヨ
O
o
昌
ε
ざ
、
、
鳶
恥
電
P
も
昌
一
占

　
（
一
㊤
刈
Q
。
）
・
表
題
の
時
期
の
大
カ
ー
デ
ィ
；
を
含
む
司
法
関
係
老
の
出
身
地
の
分
席

　
を
分
析
し
た
研
究
で
あ
る
が
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
の
サ
ン
プ
ル
数
は
少
な
く
、
し
か

　
も
分
析
結
果
と
そ
の
表
の
み
で
典
拠
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
十
分
な
検
討
し
か

　
な
さ
れ
て
い
な
い
。

⑧
勺
σ
鋒
》
」
ρ
男
こ
↓
ぎ
9
巴
ミ
§
ミ
譜
．
ミ
O
ミ
さ
§
“
ミ
ト
ミ
ミ
』
⇒
気
ミ
偽

　
」
空
辛
℃
二
旨
0
8
P
巳
Q
。
ド
（
以
下
、
勺
簿
蔓
お
Q
。
一
と
略
記
）
で
は
、
一
四
世
紀

　
宋
以
後
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
の
職
歴
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
欝
。
。
暴
動
。
唱
ω
8
る
】

　
が
、
こ
こ
で
も
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
易
い
難
い
。
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剛
　
大
力
i
デ
ィ
ー
就
任
の
条
件

一四世紀末一一六世紀初頭エジプトの大カーディーとその有力家系（伊藤）

　
こ
の
時
期
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
就
任
者
は
九
〇
名
で
、
就
任
期
間
は
表
1
に
あ
る
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
そ
の
就
任
条
件
を
見
て
み
よ
う
。

　
団
。
。
8
三
符
に
よ
る
と
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
す
る
た
め
の
主
要
な
条
件
と
し
て
、
学
識
や
能
力
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
前
任
者
の
ナ
i

　
　
　
　
　
①

イ
ブ
（
轟
、
帥
げ
）
で
あ
る
こ
と
、
有
力
者
と
の
コ
ネ
な
い
し
は
有
力
者
か
ら
の
推
薦
が
あ
る
こ
と
、
先
任
者
に
親
族
が
い
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ

　
　
　
②

る
と
い
う
。
こ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
当
該
時
期
に
つ
い
て
も
同
じ
く
検
討
し
て
み
る
と
、
表
1
の
右
側
に
示
し
た
通
り
と
な
る
。

　
ま
ず
、
学
識
や
能
力
が
認
め
ら
れ
て
の
就
任
は
前
期
と
同
様
わ
ず
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

意
味
し
な
い
。
大
力
ー
デ
ィ
ー
就
任
者
た
ち
の
中
に
法
学
の
教
育
を
受
け
て
い
な
い
者
は
一
人
も
お
ら
ず
、
む
し
ろ
学
者
と
し
て
当
時
有
名
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

つ
た
と
思
わ
れ
る
者
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
前
期
に
は
多
か
っ
た
前
任
者
の
ナ
ー
イ
ブ
が
直
接
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
昇
任
し
た
例
は
、
こ
の
時
期
一
二
例
し
か
な
い
。
こ
の
変
化
は
、
お
そ

ら
く
大
力
i
デ
ィ
回
外
を
め
ぐ
る
競
争
の
激
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
競
争
が
比
較
的
穏
や
か
で
あ
っ
た
ハ
ン
バ
ル
派
で
、
そ
の
割

合
が
最
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。

　
逆
に
、
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
賄
賂
を
用
い
た
就
任
が
、
後
期
に
な
っ
て
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
金
額
は
高

額
で
何
千
α
出
自
に
も
上
っ
た
。
や
や
極
端
な
例
で
あ
る
が
、
都
合
六
回
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
任
命
さ
れ
た
鼠
口
早
巴
6
日
目
σ
昌
山
回
螢
腐
σ

　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

（ω

ｰ
』
O
）
が
、
　
一
五
〇
〇
年
の
第
一
回
目
の
任
命
に
際
し
て
費
や
し
た
額
が
七
千
鳥
口
【
切
N
…
H
員
置
・
。
嗣
、
六
回
全
部
で
は
三
万
六
千
号
に
な

る
と
い
う
冨
N
”
＜
b
£
。
こ
れ
ら
の
金
は
、
任
命
者
で
あ
る
ス
ル
タ
ン
へ
の
直
接
の
賄
賂
だ
け
で
な
く
、
ス
ル
タ
ン
に
推
薦
し
て
も
ら
う
た
め

の
斡
旋
料
と
し
て
ア
ミ
ー
ル
な
ど
に
支
払
わ
れ
た
。
同
じ
H
9
史
－
匿
9
ρ
同
σ
は
三
回
臼
の
任
命
の
と
き
に
五
千
α
o
を
出
し
た
が
、
そ
の
う

ち
約
二
千
身
を
ア
ミ
ー
ル
た
ち
に
払
っ
て
彼
ら
か
ら
ス
ル
タ
ン
に
推
薦
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
【
b
ご
N
晶
く
－
㊤
二
。

　
有
力
者
と
の
コ
ネ
、
あ
る
い
は
有
力
者
か
ら
の
推
薦
が
あ
る
こ
と
は
、
両
時
期
を
通
じ
て
大
力
ー
デ
ィ
ー
就
任
の
重
要
な
条
件
で
あ
っ
た
。
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⑦

一
口
に
蒋
力
者
と
い
っ
て
も
、
そ
の
顔
ぶ
れ
は
ス
ル
タ
ン
を
は
じ
め
、
ア
ミ
ー
ル
、
宮
僚
で
あ
る
藤
江
σ
巴
色
員
ウ
ラ
マ
ー
と
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
ス
ル
タ
ン
と
の
何
ら
か
の
心
入
的
な
関
係
に
よ
っ
て
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
し
た
者
は
八
名
し
か
見
ら
れ
な
い
。
ス
ル
タ
ン
が
実
際
に
大
力

ー
デ
ィ
ー
の
任
命
に
介
入
で
き
る
余
地
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
ア
、
・
・
ー
ル
や
鼠
賦
σ
巴
－
ω
冒
H
が
大
力
ー
デ
ィ
ー
の
候
補
者
を
支
援
す
る
場
合
、
そ
の
理
由
は
、
前
述
の
よ
う
に
斡
旋
料
を
得
て
推
薦
し
た

例
は
別
と
し
て
、
残
念
な
が
ら
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
。
史
料
上
確
認
で
き
な
い
が
ス
ル
タ
ン
と
の
場
合
の
よ
う
に
個
人
的
な
つ
な
が
り
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
た
の
か
、
あ
る
い
は
推
薦
し
た
潜
に
裁
判
な
ど
で
便
宜
を
図
っ
て
も
ら
お
う
と
の
期
待
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
ウ
ラ
マ
ー
が
大
力
ー
デ
ィ
ー
の
推
薦
者
と
な
る
場
合
で
は
、
彼
ら
の
問
に
師
弟
関
係
な
い
し
は
知
人
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
諸
条
件
の
中
で
、
前
期
と
同
様
最
も
多
く
の
事
例
を
数
え
る
の
は
、
先
任
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
と
親
族
関
係
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
者
は
こ
の
時
期
二
九
名
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
何
人
も
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
就
任
者
を
出
す
家
系
も
あ
っ
た
。
但
し
、
前
期
に
大
力
ー

デ
ィ
ー
を
輩
出
し
た
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
の
ジ
ャ
マ
～
ア
家
（
ご
d
㊤
生
息
ヨ
飾
．
帥
）
、
　
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
の
ト
ゥ
ル
ク
マ
ー
ニ
ー
家
（
じ
σ
露
口
ρ
で

日
霞
犀
ヨ
貯
圃
）
、
マ
ー
リ
ク
派
の
ア
フ
ナ
ー
イ
ー
家
（
じ
d
ρ
呂
塾
≧
臼
鼠
．
剛
）
な
ど
の
成
員
が
、
後
期
に
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
。
先
に
述
べ
た
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

四
世
紀
末
頃
の
エ
ジ
プ
ト
の
社
会
、
経
済
上
の
変
化
が
影
響
し
て
、
こ
の
よ
う
な
有
力
家
系
の
交
替
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
国
ω
8
£
言
が
検
討
し
た
時
期
と
そ
れ
以
後
を
比
較
し
た
場
合
、
ナ
ー
イ
ブ
か
ら
昇
任
す
る
例
の
減
少
、
賄
賂
に
よ
る
任

命
の
増
加
、
有
力
家
系
の
交
替
と
い
っ
た
違
い
は
あ
る
が
、
有
力
者
と
の
コ
ネ
と
親
族
関
係
が
ハ
爾
時
期
を
通
じ
て
大
カ
ー
デ
ィ
ー
就
任
の
条

件
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
な
舗
約
も
あ
り
、
彼
ら
の
関
係
を
こ
れ
以
上
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

後
者
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
問
題
と
な
る
点
は
、
親
族
間
で
前
任
者
か
ら
後
任
者
へ
直
接
引
き
継
い
で
就
任
し
た
例
が

二
九
名
中
七
名
（
出
隔
．
①
”
蜜
●
b
o
Q
◎
。
Q
Q
H
り
ω
Q
Q
”
　
剛
H
σ
’
H
讐
卜
σ
》
日
①
）
と
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
彼
ら
が
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
し
や
す
か

っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
前
期
で
も
見
ら
れ
る
こ
の
問
題
に
つ
い
て
樹
ω
。
o
蕊
賞
は
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
の
子
弟
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
ネ
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i
ム
バ
リ
ュ
ー
が
影
響
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
を

輩
出
し
た
家
系
の
動
向
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
有
力
家
系
の
存
立
基
盤
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
マ
ム
ル
ー
ク
朝
時
代
を
扱
う
歴
史
研
究
に
お
い
て
、
特
定
の
ウ
ラ
マ
ー
の
家
系
を
頬
象
と
す
る
研

究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
噛
・
図
§
膏
に
し
て
も
・
親
族
関
係
の
重
要
性
を
認
識
し
な
が
ら
・
単
に
大
力
i
デ
・
－
に
就
任
し
た
者

同
士
の
関
係
を
な
ぞ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
時
期
に
大
力
ー
デ
ィ
ー
を
輩
出
し
、
そ
の
成
員
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
情
報
を

得
る
こ
と
の
で
き
る
二
つ
の
家
系
ー
ブ
ル
キ
ー
ニ
自
家
（
弓
」
窪
蔚
曾
甲
b
」
巳
ρ
貯
囲
）
と
シ
フ
ナ
家
（
し
d
㊤
昌
ρ
で
o
Q
匡
冨
ρ
）
一
を
取
り
上
げ
て
、
論
じ

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
細
h
　
》
旨
－
噸
ヘ
ー
弾
弟
子
伴
繊
月
撒
壽

　　

@（
闡
?
鞭
　
獣
鴻
鐙
撫
嬉
鷲
躍
櫛
潔
き
が
舘
砂
伴
蕪
。
臼
蓋
C
浮
田
愚
、
調
α
襲
踏
き
び
。
融
ゆ
伸
藁
、
猷
．
、
量
．
幣
仏
画
μ
粋
士
醐
迅
、
醇
き
餌
ρ
伴
愚
、
3

　
　
｝
“
緑
鐸
・
灘
ご

　
　
切
”
斗
一
へ
刈
．
》
Φ
㊦
類
甫

　
　
O
二
謹
繁

　
　
U
”
凝
ご
瞭
伴
㊦
ロ
艇
－
魁
汁
興
餅
ご
瞭
》
①
㊦
講
諸
（
｝
網
M
加
一
＼
マ
M
H
（
聾
同
割
鉱
σ
塑
7
ω
7
，
さ
。
り
H
メ
、
マ
園
又
》
一
q
u
費
焔
4
一
）

　
　
闘
”
溢
購
諾
強
（
蔑
、
マ
華
一
μ
一
擬
螂
㌣
M
斗
鋼
a
o
“
・
＾
鐸
卦
譲
聴
泰
㊦
臼
伴
）

　
　
　
　
　
　
（
薄
謬
㊦
灘
鞭
a
C
浮
㊦
　
飴
傘
　
汁
瀞
一
曳
義
一
㊦
H
回
辺
㊦
灘
津
蹴
¢
4
極
ひ
）

　
　
　
　
（
蛍
誹
置
O
ぐ
ノ
（
鐸
噛
馬
脳
調
㊦
鎮
－
σ
冒
噂
要
論
ダ
圃
■
口
固
琢
穿
剛
β
〉
「
1
1
＞
ザ
旨
白
い
．
〉
．
翻
．
〉
σ
α
銀
－
垣
p
ヴ
ヨ
習
い
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一四世紀末一一六世紀初頭Xジプトの大カーディーtとその有力家系（伊藤）
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醤
）
4
猷
ひ
。

⑧
　
薄
3
H
回
四
e
津
隷
｛
野
円
。
。
◎
。
同
醤
㊦
臼
伊
4
轡
ド
魁
4
鐸
却
e
蒸
㊦
蝿
蕗
論
考
理
論
齢
㏄
ぐ
（
つ
ぴ
愚
諮
黒
き
　
6
も
’
ノ
＾
鐸
国
ω
8
＜
搾
N
お
◎
。
鳶
紹
簸
川
摘
。

㊥
欝
㊦
津
蔑
4
一
唱
、
黛
汁
瀞
一
里
鵡
一
．
〉
冨
8
旦
。
U
営
ω
巳
長
き
習
σ
含
峯
漸
霞
α
a
－
彰
ご
引
出
腐
（
甫
宙
H
ω
§
お
ミ
ー
。
。
ド
醤
）
4
猷
び
。

◎
　
欝
㊦
湾
愚
許
〉
文
、
ぐ
マ
路
汁
瀞
一
当
ヘ
ー
賭
弓
里
巴
9
－
U
冒
宕
㊤
鴛
〉
＝
娑
σ
■
〉
骨
二
巴
巴
－
、
〉
。
。
ρ
鈴
萄
昌
（
際
甫
H
G
。
0
『
l
O
ω
醤
）
4
猷
崩
。

㊥
　
欝
㊦
覇
凝
e
霞
跨
匂
亀
甲
－
卵
き
醜
盤
）
冥
、
ぐ
▽
落
汁
瀞
一
里
ヘ
ー
護
5
〈
9
躇
曽
の
甲
γ
∪
冒
、
〉
σ
O
＞
＝
讐
σ
。
竃
環
σ
㊤
旨
昌
＆
p
〒
鷺
㊤
ρ
島
ω
同
（
語
・
醸
罠
ω
q
。
一
㊥
刈
喰
）
噂

　
2
習
騨
即
7
U
冒
Z
3
同
と
団
7
σ
■
〉
σ
量
餌
ユ
p
7
、
〉
器
9
蜀
嵩
（
甫
津
H
ω
零
一
り
ω
醤
）
4
猷
ド
演
漸
蹴
σ
。
一
4
猷
崩
。

＠
　
欝
㊦
帯
跨
漸
〉
叉
、
ぐ
マ
甲
山
瀞
一
洩
㍉
一
竃
鐸
毛
餌
二
物
ρ
p
7
U
冒
．
〉
ぴ
鳥
≧
色
目
げ
．
フ
含
冨
筥
旨
9
翫
騨
7
蜜
お
象
島
（
腎
瞭
罷
G
。
o
。
ー
ミ
醤
）
㊦
露
伴
臼
π
猷
詩
曝
。

①
　
ナ
ー
イ
ブ
と
は
、
字
義
通
り
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
代
理
と
し
て
、
カ
イ
ロ
や
そ
の

　
他
エ
ジ
プ
ト
の
町
村
で
実
務
に
当
た
る
者
で
あ
る
。
カ
イ
ロ
に
お
い
て
は
そ
の
任

　
命
権
を
各
法
学
派
の
大
力
…
デ
ィ
…
が
握
っ
て
い
た
が
、
カ
イ
ロ
以
外
の
エ
ジ
プ

　
ト
で
は
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
門
ω
ン
“
H
H
炉

　
ω
令
曾
図
ω
8
＜
詳
N
這
Q
。
隠
江
。
直
】
。

②
　
参
考
の
た
め
に
記
す
と
、
前
期
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
場
合
、
学
識
・
能
力
が
認

　
め
ら
れ
て
任
命
さ
れ
た
者
三
年
、
前
任
者
の
ナ
ー
イ
ブ
か
ら
昇
任
し
た
者
一
〇

　
名
、
有
力
者
と
の
コ
ネ
に
よ
る
者
色
名
、
先
任
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
と
親
族
関
係
を

　
有
す
る
者
一
　
名
、
そ
の
他
・
不
明
一
コ
名
で
あ
っ
た
［
南
ω
8
≦
霞
お
。
。
冷
恥
ギ

　
8
］
。

③
　
こ
の
こ
と
は
、
人
名
辞
典
に
認
載
さ
れ
て
い
る
師
弟
関
係
か
ら
確
か
め
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
あ
る
人
物
が
つ
い
た
師
の
中
に
大
力
i
デ
ィ
ー
就
任
者
の
名
前
を
見

　
つ
け
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
就
任
者
の
う

　
ち
、
半
数
以
上
が
先
任
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
何
ら
か
の
教
育
を
受
け
て
い
る
。

④
但
し
、
大
カ
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
す
る
ま
で
に
ナ
ー
イ
ブ
を
経
験
し
た
者
は
数
多

　
く
認
め
ら
れ
る
。
人
名
辞
典
で
は
「
某
の
ナ
ー
イ
ブ
と
な
る
（
鼠
σ
ρ
、
き
－
冨
」
菰
）
」
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と
記
載
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
い
つ
、
ど
の
く
ら
い
の
期
間
ナ
ー
イ
ブ
を
務

　
め
た
の
か
、
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
記
述
の
順
序
か
ら
考
え
る
と
、
勉
学
を

　
終
え
た
者
が
就
く
最
初
の
職
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ナ
ー
イ
ブ
に
な

　
る
年
齢
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
切
自
≡
簿
に
よ
れ
ば
、
酉
暦
一
〇
世
紀
か
ら
一

　
二
世
紀
に
か
け
て
の
ニ
ー
シ
ャ
ー
プ
ー
ル
に
お
い
て
、
あ
る
個
人
が
教
育
を
受
け

　
終
わ
る
の
が
ニ
門
人
か
ら
一
一
七
歳
位
で
あ
る
と
い
う
［
じ
ご
二
長
①
r
国
・
≦
‘
．
、
§
6

　
＞
σ
q
①
ω
貫
昌
〇
三
お
o
h
竃
。
島
ω
＜
鶏
圃
ω
冨
ヨ
一
〇
玉
吟
き
舞
ざ
コ
噌
”
．
の
お
①
b
o
（
一
㊤
Q
。
ω
）
、

　
一
一
昌
。
一
方
、
ナ
ー
イ
ブ
に
な
る
の
は
大
体
に
お
い
て
二
〇
代
の
半
ば
か
ら
三
〇

　
代
で
あ
っ
た
と
計
算
さ
れ
、
し
⇔
色
h
簿
の
示
し
た
年
齢
の
範
囲
と
ほ
ぼ
一
致
す
る

　
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ナ
ー
イ
ブ
職
は
、
地
位
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
一
通
り

　
の
勉
学
を
終
え
た
若
者
が
実
務
経
験
を
積
む
過
程
と
し
て
、
大
回
ー
デ
ィ
ー
就
任

　
者
の
経
歴
に
重
要
な
位
置
を
占
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
　
　
】
四
四
〇
／
一
－
一
五
一
穴
年
［
し
q
N
旧
く
い
N
㎝
一
Φ
…
u
轡
”
一
く
”
卜
o
o
Q
O
I
ご
Ω
H
（
ω
”
押

　
b
。
巳
］
。
彼
が
賄
賂
に
よ
っ
て
大
カ
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
し
た
こ
と
は
、
三
浦
徹
「
マ

　
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
都
市
社
会
i
ダ
マ
ス
ク
ス
を
中
心
に
一
」
『
史
学
雑
誌
隔

　
九
八
i
一
（
一
九
八
九
）
、
注
⑪
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
名
前
の
後
に

　
付
し
た
記
号
は
蓑
1
に
準
拠
し
、
複
数
回
就
任
し
て
い
る
者
の
場
合
は
第
一
回
目

　
の
就
任
の
と
き
の
番
号
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
以
下
同
様
。

⑥
一
六
世
紀
初
め
に
カ
イ
ロ
で
｝
カ
月
に
徴
収
さ
れ
る
市
場
税
（
ヨ
β
ω
7
9
ー
プ
ρ
「
㊤
）

　
が
約
二
千
O
⇔
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
［
ピ
僧
℃
δ
鵠
”
ゆ
O
ム
O
O
｝
、
い
か
に
高
額

　
で
あ
っ
た
か
が
わ
か
る
。

⑦
　
ユ
署
ぎ
ρ
一
－
ぎ
昌
町
の
長
で
、
ス
ル
タ
ン
宛
の
書
簡
を
読
み
上
げ
、
返
霧
を
起

　
草
し
、
ス
ル
タ
ン
の
署
名
を
得
て
発
送
す
る
こ
と
、
マ
ザ
…
リ
ム
（
弓
㊤
N
弩
【
ヨ
）
裁

　
判
が
行
わ
れ
る
α
理
艮
－
、
草
色
に
出
席
す
る
こ
と
、
バ
リ
ー
ド
（
σ
霞
巳
）
の
管
理
を

　
行
う
こ
と
な
ど
を
そ
の
職
務
と
し
て
い
た
［
竃
碧
9
窄
目
δ
ロ
ヨ
冨
P
し
コ
・
・
卜
覇
職
竃
㌃

　
ミ
N
、
畠
き
ミ
ミ
象
慢
ミ
焼
§
§
噛
嵩
N
、
無
ミ
“
ミ
ミ
ミ
鳶
ミ
ミ
ヤ
～
ミ
詠
N
掬
ぐ
函
罵
亀
㍗
鳶
）
℃

　
U
鴛
塁
ρ
這
2
（
以
下
、
竃
帥
答
。
〒
8
8
ヨ
凱
p
コ
と
略
記
）
㌧
命
ム
…
勺
。
弓
。
さ
≦
‘

　
蒔
．
愚
馬
§
翫
印
西
ミ
§
ミ
ミ
馬
為
馬
9
§
ゑ
鴇
§
砺
ミ
智
§
的
疑
題
へ
へ
題
≧
b
．
㌔

　
を
始
§
ミ
ミ
q
ぎ
一
塁
ミ
き
Q
斡
馨
窓
誌
切
鮎
ミ
刷
．
恥
6
為
§
ミ
ミ
鴇
ミ
§
鳳
b
〈
o
冨
e
℃

　
切
①
碁
一
Φ
ざ
一
〇
毅
1
8
固
（
以
下
、
勺
。
唱
9
と
略
記
y
H
O
8
。

⑧
　
例
え
ば
、
．
H
日
面
鶏
－
∪
冒
g
山
門
碧
昇
圏
（
ω
げ
．
q
）
（
一
三
四
一
／
二
一
一
三
九

　
八
年
）
［
O
ゼ
…
H
押
O
O
I
ご
H
O
”
一
く
』
一
一
ω
髄
匿
ω
”
H
H
や
鰹
1
α
…
労
目
“
㊤
鱒
1
①
｝
の
場
合
、

　
カ
ラ
ク
（
生
餌
旨
δ
に
幽
閉
さ
れ
て
い
た
前
ス
ル
タ
ン
b
二
丁
O
ヨ
（
在
位
一
三
八

　
二
一
九
、
一
三
九
〇
i
九
年
）
の
脱
出
を
助
け
た
こ
と
が
機
縁
と
な
り
、
O
σ
四
三
釦
ρ

　
の
復
位
後
カ
イ
ロ
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
て
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
任
じ
ら
れ
た
。
ま
た
歴

　
史
家
と
し
て
も
有
名
な
じ
コ
僧
費
㊤
7
∪
冒
p
7
．
〉
矯
島
（
鵠
隔
●
嵩
）
（
一
三
六
一
一
一

　
四
五
｝
年
［
u
い
”
×
藁
ω
〒
黛
∪
菊
”
愈
。
。
ム
。
旧
客
N
”
×
＜
押
。
。
ム
一
嚇
≦
け
汀
z
9

　
駅
①
出
）
は
、
そ
の
ト
ル
コ
語
の
能
力
を
買
わ
れ
て
ス
ル
タ
ン
ゆ
当
課
σ
身
（
在
位

　
一
四
二
二
一
三
八
年
）
の
側
近
と
な
り
、
切
9
話
σ
曙
が
「
ρ
7
．
》
罵
昌
が
い
な
か

　
っ
た
ら
、
余
の
イ
ス
ラ
ー
ム
は
間
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」
［
2
N
鱒

　
×
＜
H
弘
O
…
U
い
”
×
覧
Q
。
b
。
］
と
蛍
口
う
ほ
ど
の
間
柄
と
な
っ
て
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
に

　
任
命
さ
れ
て
い
る
。
な
お
H
σ
昌
5
影
δ
口
昌
（
寓
．
H
）
に
つ
い
て
は
、
年
代
記
や

　
人
名
辞
典
に
彼
が
ス
ル
タ
ン
と
の
関
係
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
と
は
記
さ
れ
て
い

　
な
い
が
、
彼
の
自
叙
俵
に
よ
る
と
切
p
話
口
ρ
と
知
己
に
な
っ
た
こ
と
が
経
歴
上
大

　
き
な
意
味
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
〔
森
本
公
誠
『
イ
ブ
ン
距
ハ
ル
ド
ゥ
！
ソ
』

　
（
講
談
社
、
一
九
八
○
年
）
、
＝
三
一
－
七
〕
、
表
1
で
は
D
の
項
目
に
印
を
加
え

　
た
。

⑨
ス
ル
タ
ン
や
ア
ミ
ー
ル
が
大
力
ー
デ
ィ
ー
か
ら
自
ら
に
都
合
の
い
い
判
決
、
判

　
断
を
引
き
出
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
冒
・
。
。
♀

　
く
津
N
一
〇
。
。
海
旨
巽
－
爲
旧
い
仁
。
覧
α
賃
ω
“
特
a
塗
§
慌
森
本
公
誠
「
イ
ブ
ン
“
ハ
ル
ド
ウ

　
ー
ソ
の
見
た
エ
ジ
プ
ト
の
司
法
界
」
『
中
近
東
文
化
史
論
叢
』
（
一
九
九
二
と
。
大

　
カ
ー
デ
ィ
ー
に
自
分
の
推
薦
し
た
者
が
就
い
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
よ
り
容
易
だ
っ

　
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ス
ル
タ
ン
が
あ
る
ア
ミ
ー
ル
を
処
刑
し
よ
う
と
し
た
際
に
、

　
そ
の
ア
ミ
ー
ル
と
麗
係
あ
る
（
詳
細
は
不
明
）
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
カ
ー
デ
ィ

（330）16



一四世紀末一一六世紀初頭エジプトの大カーディーとその有力家系（伊藤）

　
1
が
彼
を
助
命
す
る
裁
定
を
下
し
た
と
い
う
事
例
［
δ
”
同
×
ヒ
。
。
？
。
。
嚇
凶
の
”
圃
く
層

　
二
ω
り
】
も
あ
り
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
が
縁
故
あ
る
者
に
配
慮
し
た
判
決
を
し
て
い
た

　
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

⑩
例
え
ば
、
o
。
二
二
ω
p
劉
∪
営
p
7
》
旨
昌
9
同
（
霞
』
①
）
（
一
四
〇
九
一
一
四
八

　
○
年
［
O
ご
N
論
囲
押
嵩
O
…
∪
い
”
＜
ど
。
。
O
学
冷
U
知
る
O
α
1
お
］
）
は
、
師
で
あ
る

　
〉
ヨ
冒
p
〒
u
冒
く
書
騰
σ
．
竃
魯
9
ヨ
ヨ
＆
帥
7
＞
ρ
直
感
．
囲
（
　
三
九
四
／
五
－
一

　
四
七
五
年
目
当
時
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
ウ
ラ
マ
ー
の
第
一
人
者
冨
N
”
昌
押
δ
ご

　
U
い
”
×
㌧
b
o
き
I
Q
σ
］
）
か
ら
推
薦
さ
れ
て
任
命
さ
れ
た
。

⑫
例
え
ば
、
ハ
ソ
バ
ル
派
大
力
…
デ
ィ
ー
．
〉
団
、
ρ
・
7
U
冒
H
9
即
r
寓
・
α
Q
夏
観

　
（
頃
ダ
①
）
が
後
述
の
．
〉
冨
旨
9
ユ
〒
U
千
山
錯
暑
p
ア
ご
」
ロ
囲
ね
冒
國
（
2
p
』
圃
）
を
大
力
一

　
デ
ィ
ー
に
推
薦
し
た
の
は
、
両
者
が
知
人
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑫
駕
p
巳
p
く
葛
Φ
こ
．
の
こ
．
．
目
9
竃
葛
嵩
ヨ
賢
島
。
冨
蔓
。
隔
σ
㊤
ヨ
p
。
。
。
蕊
ぎ
夢
。

　
ピ
辞
。
窯
四
ヨ
冒
岸
℃
2
δ
皇
、
、
℃
劉
U
’
象
。
・
の
◆
準
ぎ
8
け
。
コ
q
暴
く
禽
ω
津
ざ
お
①
O
で
r

　
は
、
ダ
マ
ス
ク
ス
で
も
問
じ
頃
を
境
に
功
ー
デ
ィ
ー
の
有
力
家
系
の
交
替
が
見
ら

　
れ
る
と
し
て
、
そ
の
原
因
を
こ
の
頃
の
政
治
的
混
乱
と
経
済
の
衰
退
に
求
め
て
い

二
　
有
力
家
系
の
動
向
（
顯
）
i
成
員
の
経
歴
と
活
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
　
プ
ル
キ
ー
二
一
家

　
る
下
心
－
卜
σ
8
。

⑬
こ
の
よ
う
な
研
究
と
し
て
は
管
見
の
限
り
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
く
ら
い
で

　
あ
る
。
前
述
の
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
力
…
デ
ィ
ー
の
名
家
で
あ
る
ジ
ャ
マ
ー
ア
家

　
に
関
す
る
ω
毘
管
一
い
凶
■
ω
’
＼
、
目
δ
じ
d
語
口
冒
二
四
、
黛
＞
U
旨
p
ω
ぞ
。
出
ω
7

　
鑑
．
跨
・
言
憂
窃
貯
筈
。
鼠
餌
ヨ
巨
内
℃
①
二
〇
斜
、
．
硫
ト
リ
（
お
α
。
。
）
（
以
下
、
Q
唖
p
一
一
三

　
一
盛
Q
。
と
略
記
）
。
同
じ
く
㊤
7
ω
昌
三
鳥
家
を
扱
う
煩
島
P
《
コ
、
寓
旨
旨
ヨ
ヨ
P
島
㊤
γ

　
紹
象
』
、
ミ
』
轟
ミ
ミ
ー
画
帖
S
神
斜
拶
7
ρ
餌
上
弓
ρ
一
子
。
。
（
以
下
、
起
器
遺
詳
と
略
記
）
。

　
ダ
マ
ス
ク
ス
史
の
著
者
H
σ
ロ
切
p
鷲
餌
の
系
譜
上
の
位
澱
づ
け
を
試
み
た
ゆ
鼠
コ
コ
。
さ

　
毒
．
客
＼
．
碧
δ
b
コ
置
雌
津
津
臼
〉
ω
け
子
心
凶
器
些
。
目
「
量
ω
ヨ
於
毘
g
o
「
㊤
の
9
9

　
冨
『
ぞ
8
色
身
凱
o
P
．
、
嵐
曇
ミ
ミ
、
“
凸
（
一
㊤
㎝
O
）
。
本
稿
で
取
り
上
げ
．
る
ブ
ル
キ
ー

　
二
i
家
、
シ
フ
ナ
家
に
触
れ
て
い
る
研
究
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
そ

　
れ
ぞ
れ
次
章
注
①
、
⑫
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、
一
四
世
紀
末
以
後
の
官
僚
に
つ

　
い
て
の
包
括
的
研
究
で
あ
る
竃
p
算
。
一
－
目
さ
ロ
ヨ
寅
ロ
の
前
掲
書
の
中
で
は
、
官
瞭

　
を
墾
出
し
た
一
〇
の
家
系
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
［
鼠
ρ
諄
0
7
目
δ
＝
ヨ
陣
p
『

　
目
。
。
。
。
1
ら
。
ひ
。
α
］
。

カ
イ
ロ
の
北
、
約
一
〇
〇
㎞
の
と
こ
ろ
に
あ
る
ブ
ル
キ
ー
ナ
（
切
二
5
貯
ρ
）
に
こ
の
家
系
が
住
み
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ハ
⑭
二
丁
・
な
る
者

か
ら
で
あ
る
と
い
う
［
∪
び
”
〈
・
c
。
巳
。
彼
の
曾
孫
で
あ
る
、
d
ヨ
舞
の
世
代
に
至
る
ま
で
は
、
こ
の
家
系
の
申
で
経
歴
の
明
ら
か
に
で
き
る
者

は
い
な
い
。

L

ω
㍑
且
巴
・
∪
置
、
q
9
錠Ael＠
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一
三
二
四
年
八
月
四
日
ブ
ル
キ
ー
ナ
で
生
ま
れ
た
彼
は
、
そ
こ
で
い
く
つ
か
の
書
物
に
つ
い
て
学
ん
だ
後
、
一
二
歳
の
時
父
親
の
す
す
め
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

カ
イ
ロ
へ
出
て
、
同
ρ
載
ρ
賢
U
冒
巴
－
ω
ロ
び
甑
や
、
同
N
N
㊤
や
じ
貯
H
げ
5
冒
日
四
．
ρ
な
ど
、
当
時
の
有
名
な
ウ
ラ
マ
ー
に
師
事
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
そ
う
し
た
師
の
一
人
切
9
。
げ
眺
巴
6
貯
H
9
．
》
ρ
隠
の
娘
と
結
婚
し
た
こ
と
が
、
彼
の
そ
の
後
の
人
生
を
切
り
開
い
た
。
二
二
五
八
年
H
げ
旨

．
跨
ρ
離
が
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
な
る
と
、
そ
の
ナ
；
イ
ブ
に
任
命
さ
れ
、
さ
ら
に
彼
の
後
任
と
し
て
富
巨
．
．
｝
日
H
σ
・
ρ
一
－
、
霧

［
国
資
叫
H
回
b
＆
凸
巳
の
中
に
あ
る
N
帥
≦
ぐ
騨
巴
－
国
げ
器
冨
げ
9
1
び
ぐ
饗
で
の
法
学
の
講
義
を
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
後
彼
は
、
　
一
三
六
四
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

エ
ジ
プ
ト
の
自
重
巴
－
、
伊
巳
の
ヨ
鼠
試
、
一
三
六
八
年
ダ
マ
ス
ク
ス
の
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
自
派
大
力
i
デ
ィ
ー
、
二
ご
七
二
年
目
ジ
プ
ト
の
留
倉

　
　
　
⑦

9
ゲ
．
㊤
路
錠
に
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
間
に
智
ヨ
一
．
H
9
9
6
臼
口
争
［
内
鼠
”
H
H
b
9
と
冒
巴
－
蜜
ρ
紆
器
㊤
㊤
乍
b
U
舘
ゆ
口
ρ
ぐ
饗
［
丙
冨
”

　
　
⑧

H
押
禽
。
。
】
”
巴
－
冨
ρ
痔
霧
9
巴
－
鍔
巴
貯
ぐ
賓
p
［
内
徴
昌
H
り
ω
り
b
。
劉
9
7
冨
㊤
脅
器
9
ρ
乍
閑
げ
ゆ
疑
畑
玄
団
団
ρ
［
国
際
”
目
蛭
ω
①
⑩
も
O
】
な
ど
、
　
い
く
つ
も
の
マ
ド
ラ

サ
、
モ
ス
ク
で
教
鞭
を
と
っ
た
。

　
一
三
七
七
年
エ
ジ
プ
ト
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
推
薦
さ
れ
た
が
、
紺
抗
馬
が
現
れ
て
就
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
巴
あ
路
び
帥
＆
は

　
　
何
度
も
エ
ジ
プ
ト
の
カ
ー
デ
ィ
ー
職
に
指
名
さ
れ
た
（
．
β
捻
貯
ρ
）
が
、
就
任
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
れ
（
カ
ー
デ
ィ
ー
職
）
よ
り
も
高
位
に
の

　
　
ぼ
り
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
た
ち
（
匹
σ
9
1
巴
ρ
甲
β
＆
鋒
）
よ
り
も
上
座
に
座
る
よ
う
に
な
っ
た
［
∪
ピ
“
＜
H
”
c
。
3

と
述
べ
る
が
、
こ
の
一
件
以
外
に
い
つ
大
力
ー
デ
ィ
i
就
任
の
話
が
持
ち
上
が
っ
た
の
か
は
確
認
で
き
な
い
。
と
も
あ
れ
、
以
後
彼
が
何
ら
か
の

官
職
に
就
い
た
と
い
う
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
む
し
ろ
そ
う
し
て
官
職
か
ら
遠
の
い
た
こ
と
が
彼
の
名
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
だ
ろ
う
か
。
巴
－
ω
㊤
写
似
≦
一
の
言
う
通
り
、
そ
の
後
年
代
記
の
中
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
昏
ρ
団
匿
げ
巴
－
巨
四
露
と
呼
ば
れ
、
大
力
ー
デ
ィ
！
た

ち
と
共
に
ス
ル
タ
ン
の
主
催
す
る
マ
ジ
ュ
リ
ス
に
加
わ
り
、
意
見
を
求
め
ら
れ
る
彼
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
頃
エ
ジ
プ
ト
に
い
た
H
び
昌
〆
げ
巴
α
劃
口

は
彼
の
こ
と
を
評
し
て
「
今
日
の
エ
ジ
プ
ト
で
最
大
の
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
法
学
者
で
、
事
実
、
ま
た
エ
ジ
プ
ト
で
最
大
の
宗
教
指
導
者
で
も

　
⑩

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
四
〇
三
年
六
月
二
日
に
死
去
。
遺
体
は
彼
が
カ
イ
ロ
の
し
σ
㊤
団
．
9
む
貯
と
い
う
名
の
ハ
：
ラ
［
囚
冨
減
押
b
。
】
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

建
設
し
た
マ
ド
ラ
サ
に
埋
葬
さ
れ
た
。
以
後
こ
こ
が
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー
家
代
々
の
墓
所
と
な
る
。
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一四世紀末一一六世紀初頭エジプFの大カーディーとその有力家系（伊藤）

　
さ
て
、
彼
に
は
少
な
く
と
も
一
人
の
姉
と
二
人
の
兄
が
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
長
兄
宕
君
酵
巴
む
冒
裟
目
嘗
B
奪
践
（
一
）
は
、
一

三
一
五
／
六
年
に
生
ま
れ
、
ブ
ル
キ
ー
ナ
で
農
業
に
従
事
し
、
一
四
〇
一
／
二
年
に
死
ん
だ
と
い
う
［
】
）
い
…
＜
目
H
』
魔
］
。
彼
に
関
す
る
記
事
の

中
で
巴
－
ω
跳
げ
9
ー
ヨ
は
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
一
四
〇
〇
／
一
年
に
九
〇
歳
を
こ
え
て
亡
く
な
っ
た
姉
が
い
た
と
記
す
。
次
兄
諺
び
燭
b
σ
ρ
ξ
（
b
。
）

は
、
H
9
仁
a
母
巴
－
．
》
。
。
ゆ
巴
翼
翼
に
よ
れ
ば
、
「
父
の
道
に
従
っ
て
大
地
の
民
（
9
巨
ρ
甲
げ
帥
旨
）
の
生
活
を
営
ん
だ
」
冒
9
同
b
出
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
ω
貯
9
1
U
巴
む
冒
．
¢
ヨ
震
が
出
る
ま
で
の
ブ
ル
キ
ー
二
一
家
は
、
規
模
は
わ
か
ら
な
い
が
、
下
エ
ジ
プ
ト

地
方
で
農
業
を
営
む
家
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
彼
よ
り
後
の
世
代
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
皆
ウ
ラ
マ
ー
と
し
て
活

動
し
て
お
り
、
農
業
と
の
関
わ
り
は
一
切
不
明
で
あ
る
。
す
っ
か
り
農
業
を
や
め
て
し
ま
っ
た
の
か
、
史
料
に
記
載
は
な
い
が
副
業
と
し
て
携

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

わ
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
史
料
の
言
及
し
て
い
な
い
者
が
い
て
引
き
続
き
農
業
を
行
っ
て
い
た
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ブ
ル
キ
ー
二
一

家
は
以
後
、
ウ
ラ
マ
ー
の
家
系
と
し
て
有
名
と
な
り
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
を
輩
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
乳
　
匂
巴
9
1
一
曵
－
∪
冒
．
｝
げ
山
巴
肉
昌
ヨ
9
1
口
（
㎝
）
（
鉾
・
這
）

　
彼
が
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー
家
の
中
で
大
話
ー
デ
ィ
ー
に
な
っ
た
最
初
の
岩
で
あ
る
。
＝
二
六
一
／
二
年
ヵ
イ
窟
で
誕
生
。
父
や
母
方
の
祖
父
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
圏
σ
謬
、
諺
ρ
同
一
の
ほ
か
、
N
p
《
⇔
ρ
7
∪
冒
．
H
縞
e
や
↓
9
1
㎞
巴
－
∪
冒
巴
あ
¢
げ
露
な
ど
か
ら
教
え
を
受
け
た
。
一
三
七
七
年
、
兄
し
ご
ρ
曾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

嵩
む
冒
》
9
9
7
＜
㊤
ヨ
岩
鼻
魯
ρ
ヨ
白
蝕
（
心
）
が
父
よ
り
ρ
四
禽
9
7
．
霧
犀
胃
の
職
を
譲
ら
れ
た
際
に
、
＄
≦
曾
．
巴
ム
p
。
。
け
職
を
兄
か
ら
引

き
継
い
だ
。
　
＝
二
八
七
年
同
様
に
し
て
兄
か
ら
α
鍵
巴
－
．
ゆ
巳
の
白
鼠
菖
の
職
を
譲
り
受
け
、
　
＝
二
八
九
年
に
そ
の
兄
が
死
ぬ
と
、
あ
と
を

継
ぎ
ρ
鋤
禽
ρ
7
．
霧
園
錠
に
就
任
し
た
。

　
そ
し
て
一
四
〇
二
年
エ
ジ
プ
ト
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
任
命
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
至
る
経
緯
を
H
σ
鵠
劃
ρ
す
H
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

　
　
彼
の
父
は
こ
と
あ
る
毎
に
マ
ジ
ュ
リ
ス
で
彼
の
こ
と
を
賞
賛
し
、
彼
の
す
べ
て
を
褒
め
、
学
生
た
ち
に
彼
の
下
で
学
ぶ
よ
う
勧
め
た
。
そ
れ
は
〔
大
力
一

　
　
デ
ィ
ー
の
〕
地
位
か
ら
㊤
r
寓
自
己
乱
（
ω
戸
ω
）
が
離
れ
る
ま
で
続
い
た
。
〔
し
か
し
〕
巴
瀬
切
一
嘗
（
ω
二
目
）
が
そ
れ
（
大
力
ー
デ
ィ
…
職
）
に
飛
び
つ

　
　
　
い
た
。
彼
（
、
〉
げ
α
鉱
菊
ρ
ザ
ヨ
習
）
は
そ
の
失
敗
を
悔
や
ん
だ
。
そ
し
て
巴
窃
9
1
＝
官
が
数
ヵ
月
後
に
辞
め
る
ま
で
奔
走
し
て
（
鴇
．
9
1
）
任
命
さ
れ
た
。
そ
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れ
は
八
〇
四
年
盲
§
馬
の
こ
と
で
・
当
曹
昌
H
羅
冒
で
ス
ル
タ
ン
の
厩
舎
に
住
ん
で
い
た
・
難
§
轟
の
憲
に
よ
る
も
の
だ
・
た
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

α
ρ
三
碧
習
巴
斜
陽
冒
の
冒
匿
旨
は
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
怒
っ
て
、
冒
7
鍔
㊤
臼
蚕
篭
巴
窃
魑
ロ
ザ
一
篭
p
［
囚
冨
”
H
H
る
録
凸
］
へ
慣
習
に
な
ら
っ
て

同
行
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
彼
（
．
》
げ
鳥
　
P
一
‘
口
㊤
げ
夢
助
口
）
は
冒
ぎ
旨
に
会
見
を
求
め
、
彼
の
父
で
我
ら
が
師
ω
醇
且
巴
－
∪
冒
と
共
に
智
冨
旨

の
家
へ
行
っ
た
。
女
盛
導
は
カ
ー
デ
ィ
ー
職
に
就
く
た
め
の
賄
賂
は
認
め
ら
れ
な
い
と
迫
っ
た
が
、
巴
あ
げ
曙
夢
（
ω
幹
9
1
一
巴
6
冒
、
q
B
鎚
）
は
そ
れ

が
差
し
支
え
な
い
こ
と
を
説
明
し
、
彼
は
〔
無
事
〕
任
命
さ
れ
た
［
幻
H
”
。
。
。
。
b
。
嚇
U
r
”
H
＜
』
O
。
。
］
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す
な
わ
ち
、
父
親
の
熱
心
な
バ
ヅ
ク
ア
ッ
プ
と
賄
賂
に
よ
る
有
力
ア
ミ
ー
ル
か
ら
の
後
援
の
と
り
つ
け
が
あ
っ
て
、
漸
く
彼
は
大
力
ー
デ
ィ
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

に
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
以
後
こ
れ
を
含
め
て
計
七
回
、
＝
ハ
年
余
り
に
わ
た
っ
て
大
力
ー
デ
ィ
ー
を
務
め
た
。
教
育
に
関
す
る
職
で

は
、
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
N
蘭
註
饗
㊤
7
瞬
圏
霧
蘇
蜜
げ
ぐ
団
2
鐵
－
竃
巴
蜜
器
帥
戸
冠
ρ
一
涛
一
唄
畷
碧
㊤
磨
冨
ρ
伽
轟
ω
㊤
㊤
劉
国
母
目
障
呼

び
好
彊
の
法
学
、
窟
夏
眠
、
H
9
月
凶
露
P
餌
7
賞
勲
α
茜
鐙
9
一
出
震
ρ
蔚
ρ
ぐ
醤
の
タ
フ
シ
ー
ル
の
講
義
を
父
か
ら
引
き
継
い
で
そ
れ
ぞ
れ
担
当
し

た
ほ
か
に
も
、
巴
ら
9
8
ヨ
一
、
帥
憎
寓
娼
”
㊤
団
団
勲
鳥
ぐ
団
ρ
［
丙
罎
”
H
H
層
認
。
。
－
ω
£
や
冨
曽
α
辱
ω
ρ
目
高
ρ
ヨ
無
爵
型
番
囚
寓
㍊
H
誌
O
甲
。
。
］
な
ど
で
教
え
た
と
い
う
。

一
四
二
一
年
一
〇
月
九
日
大
力
ー
デ
ィ
…
在
職
中
に
死
去
。

　
3
　
、
》
貯
き
巴
－
U
ぢ
m
2
魯
（
ロ
）
（
ω
げ
』
刈
）

　
＝
二
八
八
年
ま
た
は
一
三
八
九
年
五
月
一
〇
日
カ
イ
ロ
で
誕
生
。
彼
の
母
親
は
｝
げ
二
巴
k
騨
三
皇
（
膳
）
と
．
》
σ
α
巴
菊
言
口
四
口
（
q
）
の

二
人
の
兄
の
母
で
あ
る
夢
誘
、
諺
鵡
ロ
の
娘
で
は
な
く
、
父
親
の
従
姉
妹
違
に
あ
た
る
N
曙
塁
び
（
日
蒔
）
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
女
が
0
9
1
賦
ケ

と
、
諺
び
ロ
㊤
7
開
学
囲
お
（
刈
）
の
二
人
を
生
ん
だ
後
に
、
、
q
導
霞
（
。
。
）
と
乳
兄
弟
の
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
離
婚
す
る
こ
と
に
な
り
、

彼
女
は
二
人
の
息
子
を
連
れ
て
従
兄
弟
の
、
冒
N
巴
6
冒
、
｝
N
冒
（
同
ω
）
の
下
に
身
を
寄
せ
た
と
い
う
。
と
は
い
え
、
、
q
9
錠
は
m
警
ザ
の
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

倒
を
み
て
、
そ
の
教
育
に
当
た
り
、
異
母
兄
と
な
る
、
ト
げ
鳥
ρ
7
切
9
ザ
ヨ
習
も
彼
を
教
え
た
。
そ
の
他
で
は
H
σ
口
広
ど
母
（
ω
F
b
。
c
。
）
や
芝
巴
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

巴
－
∪
冒
、
犀
鋤
ρ
圃
（
ω
び
』
①
）
な
ど
に
師
事
し
た
。

　
そ
の
後
二
人
の
兄
と
同
様
に
雷
ぞ
禽
．
騨
囲
－
α
窃
仲
職
に
就
き
、
つ
づ
い
て
兄
、
諺
げ
伽
ρ
7
菊
昌
ヨ
鋤
昌
の
∪
㊤
ヨ
き
げ
母
（
下
エ
ジ
プ
ト
）
に
お
け
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る
ナ
才
ブ
に
任
命
さ
れ
た
・
ま
た
彼
か
ら
ρ
冬
山
伽
搬
密
酷
昼
8
蓄
の
タ
フ
シ
ー
ル
の
講
師
の
職
を
譲
り
受
け
鵠
・
そ
し
羨
の

よ
う
な
話
を
H
9
ζ
ρ
ず
H
が
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
城
塞
で
開
か
れ
た
ブ
ハ
ー
リ
ー
の
サ
ヒ
ー
ブ
を
詠
む
集
ま
り
の
席
上
、
シ
ャ
ー
フ
ィ

イ
ー
派
大
力
ー
デ
ィ
ー
ω
細
事
ω
巴
6
冒
刷
出
震
僧
薯
圃
（
G
D
げ
』
蒔
）
の
イ
ス
ナ
ー
ド
に
関
し
て
疑
問
が
生
じ
た
た
め
、
こ
の
二
子
か
ら
大
力
ー
デ

ィ
ー
の
地
位
を
取
り
返
そ
う
と
し
て
い
た
兄
、
諺
げ
q
巴
－
菊
喜
9
9
が
呼
び
出
さ
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
、
諺
ぴ
α
9
言
質
ρ
ザ
旨
旨
は
法
学
や
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
益
に
つ
い
て
示
し
、
ハ
ン
バ
ル
派
大
力
ー
デ
ィ
ー
の
．
と
助
、
㊤
7
U
ヨ
H
σ
昌
ρ
7
鑓
¢
σ
q
げ
巳
圃
（
¢
σ
●
O
）
は
、

　
　
彼
に
同
意
し
た
が
、
鉱
輿
望
9
三
か
ら
は
二
人
の
言
葉
に
合
わ
せ
る
一
言
も
な
か
っ
た
。
…
…
〔
中
略
〕
…
…
一
儲
9
1
囲
巴
－
∪
冒
【
、
跨
σ
窪
p
㍗
閣
ρ
ザ
ヨ
帥
乱

　
　
　
は
弟
．
諺
ド
ヨ
蝕
6
欝
に
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
を
示
し
、
そ
の
根
拠
と
答
え
を
覚
え
こ
ま
せ
て
、
そ
れ
を
巴
出
母
㊤
鼠
に
質
問
し
、
う
る
さ
が
ら
せ
る

　
　
　
よ
う
に
用
意
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
巴
出
撃
ρ
鼠
の
欠
点
を
暴
く
た
め
で
あ
っ
た
［
男
H
”
。
。
ω
①
…
】
）
い
”
H
＜
㍉
O
。
。
漏

こ
こ
で
兄
が
留
一
葺
に
㊤
7
出
ρ
欝
ヨ
に
対
す
る
問
題
を
教
え
こ
ん
だ
の
は
、
　
ス
ル
タ
ン
や
ウ
ラ
マ
ー
の
前
で
留
一
夢
を
披
露
す
る
こ
と
を

狙
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
彼
の
名
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
一
件
に
も
、
意
図
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
は

い
え
、
こ
の
兄
が
関
わ
っ
て
い
た
。
一
四
一
二
年
、
諺
げ
O
ρ
プ
即
節
廿
口
切
置
は
、
ス
ル
タ
ン
に
な
っ
た
ば
か
り
の
。
6
暮
霞
（
在
位
一
四
二
一
年
）
か

ら
イ
ン
ド
（
．
団
α
）
の
フ
ト
バ
を
頼
ま
れ
た
が
、
体
調
が
思
わ
し
く
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
じ
め
自
分
の
息
子
に
代
行
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
で
き

な
い
と
断
っ
た
の
で
、
留
潔
ザ
に
任
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
時
の
彼
の
声
の
大
き
さ
が
ス
ル
タ
ン
ら
を
驚
か
せ
、
「
彼
が
学
問
の
あ
る
者

（、

ﾓ
ヨ
）
で
あ
る
こ
と
が
彼
ら
の
心
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
」
［
讐
邑
㎝
ご
u
響
H
H
H
、
。
。
愚
と
い
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
後
ま
も
な
く
亡
く
な
っ
た
兄

に
か
わ
り
N
9
1
≦
ぐ
㊤
㊤
駅
囚
げ
霧
げ
終
四
げ
蔓
饗
で
法
学
の
講
義
を
担
当
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
彼
は
兄
の
リ
ー
ド
で
大
力
ー
デ
ィ
ー
就
任
に
至
る
経
歴
を
歩
ん
だ
の
で
あ
る
。
兄
の
死
後
、
師
の
毛
ρ
嵩
巴
6
冒
．
冒
9
1
ρ
剛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
就
任
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
な
る
た
め
に
奔
走
し
、
餌
巳
冒
欝
げ
母
の
ρ
瑞
益
戸
鼠
鉱
σ
巴
虫
霞
の
。
評
す
旨

巴
む
冒
H
び
5
㊤
や
滴
鐸
≦
ρ
団
寒
風
ン
バ
ル
二
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
．
》
断
、
認
む
冒
H
9
ρ
7
竃
伝
σ
q
げ
半
巾
の
一
二
人
目
ら
推
薦
を
う
け
て
、
～
四
二
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
し
た
。
な
お
、
以
前
に
ρ
回
転
霞
ρ
芝
回
に
対
し
て
．
》
げ
α
巴
－
図
p
＃
話
似
コ
の
側
に
つ
い
た
H
σ
跨
螢
7
風
信
σ
q
げ
仁
躍
が
0
若
樹
21 （335）



の
推
薦
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
両
者
が
知
人
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
、
さ
き
の
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以

後
、
一
四
六
四
年
三
月
一
四
日
に
没
す
る
ま
で
通
算
で
七
回
、
約
一
三
年
間
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
な
っ
た
。
彼
は
こ
の
職
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て

い
た
ら
し
く
、
再
任
さ
れ
る
前
の
一
四
二
九
年
、
ダ
マ
ス
ク
ス
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
す
る
よ
う
ス
ル
タ
ン
に
求
め
ら
れ
た
が
、
断
っ
た
と

い
う
【
閑
ω
昌
く
為
Φ
。
。
】
。
ま
た
、
彼
は
そ
の
在
職
中
に
蓄
財
と
影
響
力
の
拡
大
に
努
め
た
よ
う
で
あ
る
。
H
9
頓
ρ
」
賃
は
、
彼
が
メ
ッ
カ
と
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

デ
ィ
ナ
の
た
め
に
さ
れ
た
寄
金
を
横
領
し
て
い
た
と
記
す
。
そ
の
他
、
あ
る
有
力
な
ウ
ラ
マ
ー
の
息
子
が
死
ん
だ
際
に
そ
の
後
見
人
が
不
在
で

あ
る
の
に
乗
じ
て
、
彼
が
就
い
て
い
た
い
く
つ
か
の
マ
ド
ラ
サ
の
ポ
ス
ト
を
他
の
ウ
ラ
マ
ー
に
勝
手
に
振
り
分
け
た
と
い
う
話
も
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

　
4
　
m
巴
9
巴
6
ヨ
≧
ソ
ヨ
銭
巴
－
呂
p
厨
a
（
b
。
。
。
）
（
ω
『
禽
）

　
彼
は
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー
家
と
血
縁
関
係
の
あ
る
人
間
で
は
な
い
が
、
母
親
の
再
婚
相
手
で
あ
る
切
巴
捗
（
①
）
の
指
導
の
下
で
育
っ
た
と
い
う
点

で
、
ブ
ル
キ
！
二
！
家
の
一
員
と
見
な
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
一
四
一
八
年
カ
イ
ロ
で
生
ま
れ
る
。
実
父
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
父
方
の
祖
父
は
ゆ
含
声
巴
喜
㊤
ご
を
務
め
た
マ
ム
ル
ー
ク
で
あ
っ
た
と

い
う
。
父
と
離
婚
し
た
母
に
連
れ
ら
れ
て
留
男
の
と
こ
ろ
に
身
を
寄
せ
た
彼
は
、
主
に
そ
の
義
父
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
最
初
に
得
た
職
は
義

父
の
ナ
ー
イ
ブ
で
、
そ
の
後
は
彼
や
そ
の
他
の
ブ
ル
キ
ー
野
毛
家
の
者
た
ち
の
配
慮
で
い
く
つ
も
の
職
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
。
例
え
ば
、
義

理
の
従
兄
弟
で
あ
る
N
地
口
巴
6
冒
巴
わ
留
冒
（
邸
O
）
か
ら
9
や
竃
勲
酔
。
。
曽
巴
－
客
君
ぼ
《
傾
帥
［
囚
弱
目
H
誌
O
O
二
一
の
法
学
の
教
授
職
、
毛
巴
則

ρ
劉
U
冒
諺
樹
ヨ
勲
α
か
ら
は
盲
ヨ
一
、
騨
r
ζ
ρ
σ
q
げ
甑
菖
［
閤
ζ
縞
ピ
。
。
卜
。
。
。
］
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ
職
と
管
理
職
（
巳
鈷
邑
を
譲
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
義
父

留
賦
ザ
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
ワ
ク
フ
の
管
理
を
任
さ
れ
た
こ
と
が
彼
を
裕
福
に
し
た
と
い
う
。
そ
れ
に
関
し
て
年
代
記
に
は
、
彼
が
ワ
ク
フ

の
交
換
を
行
っ
て
利
益
を
得
て
い
た
た
め
に
、
投
獄
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
見
え
る
門
u
ご
N
”
鼻
ω
①
呂
。
そ
の
他
、
彼
は
ρ
7
竃
㊤
聖
寿
曽
ρ
乍

囚
び
帥
匿
口
σ
嘗
図
ρ
や
巴
－
罎
㊤
山
冨
ω
曽
巴
あ
プ
鎚
騨
唄
団
㊤
［
囚
竃
昌
H
”
。
。
認
ム
】
な
ど
で
も
教
鞭
を
と
っ
た
。

　
一
四
五
七
年
、
義
父
の
支
援
と
三
千
曾
の
金
に
よ
っ
て
ム
フ
タ
シ
ブ
と
な
っ
た
が
、
六
ヵ
月
後
物
価
高
騰
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
解
任
さ

22　（336）
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ブ

ル
キ

ー
ニ
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家

系
図
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（
大

カ
ー

デ
ィ

ー
就

任
者

に
は

下
線

を
付

し
，

女
性
の

成
員

の
名

前
は

イ
タ

リ
ッ
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し
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◇
シ

フ
ナ
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に

つ
い
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あ

る
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”
霧
　
一
響

〉
σ
9
1
国
皆
（
N
）

〉
呂
切
聾
（
ζ
昌
塁
m
e
　
　
　
q
◎
禦
貯

ゆ
聾
魁
9
9
】
）
岡
＝
閃
霧
見
習

　
　
（
ε

ω
7
ぎ
邸
σ
9
1
剛
）
圃
ロ
〉
含
ヨ
四
鳥
　
　
｝
帥
晒
貯

　
　
　
一
　
．
（
δ
V
　
（
ε

｝
謹
7
m
畠
巴
占
）
冒
】
≦
口
7
§
∋
階
鳥

　
　
　
一
　
　
（
p
り
）

⇔
巴
吋
9
＝
）
6
1
≧
5
彗
巴
（
ホ
）

2
傍
酵
銭
漏
）
冒
7
画
鐸
7
塁
m
鳥

　
　
　
　
一
　
（
㎞
p
）

　
Q
励
冒
凶
7
㎜
σ
筥
－
剛
）
剛
コ
＞
7
葺
師
ユ

　
　
　
　
　
　
　
（
ω
ε

門

　　　書

一一B
　　　巴

、
嵜
N
苧
O
冒
、
．
＞
9
2
ρ
や
、
〉
謡
N
　
　
誉
魯
　
　
　
竃
昌
ロ
ヨ
ヨ
巴

　
　
一
　
　
（
導

じ
纈
舞
7
黙
巳
占
）
剛
コ
】
≦
魑
7
9
ρ
曇
9
⊃
儒

　
　
一
　
．
（
ど

、
剛
N
N
鈴
－
O
冒
．
＞
9
a
－
．
〉
鉱
無
糞
） 食

）
　
　
［

　
　
　
　
．
＞
9
≧
｝
響

　
　
　
　
　
一

　
9
島
螢
学
O
冒
ヨ
唇
塁
ヨ
鼠
（
轟
い
）

　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
“
〉
問

　
　
　
　
　
【

　
ω
7
貯
訓
σ
聾
〒
冒
ロ
〉
押
誉
巴
（
い
一
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
q
」
“
計
ー
ロ
一
期
星
図
（
鱒
）

れ
た
。
義
父
の
死
後
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
と
な
る
べ
く
活
動
を
始
め
、
一
四
六
六
年
に
就
任
。
し
か
し
前
任
老
ω
げ
舞
鑑
ρ
や
U
冒
巴
－
蜜
§
9
1
≦
圃

（ω

翠
A
）
に
よ
る
誹
誘
中
傷
に
あ
っ
て
七
ヵ
月
後
に
は
解
任
さ
れ
た
。
以
後
、
復
帰
を
望
み
な
が
ら
果
た
せ
な
い
ま
ま
に
一
四
七
六
年
六
月
二

八
日
死
去
。
遺
体
は
他
の
者
と
同
様
、
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー
家
の
マ
ド
ラ
サ
に
埋
葬
さ
れ
た
。

　
5
。
　
b
ご
践
同
ρ
ア
U
臼
諺
寓
塾
ω
㊤
．
畿
弩
冨
昌
ρ
白
B
践
（
Q
◎
Φ
）
（
。
Q
巨
昏
『
）

　
一
四
一
七
／
八
年
生
ま
れ
。
大
叔
父
に
あ
た
る
m
巴
葺
（
①
）
に
特
に
師
事
し
、
後
に
は
そ
の
娘
、
諺
量
帥
．
一
津
（
b
。
α
）
”
》
過
怠
（
b
。
団
）
の
二
人
と
結

婚
し
た
。
父
↓
ε
巴
－
U
冒
鑓
三
密
白
き
巴
（
一
㊤
）
か
ら
富
ヨ
同
．
H
9
。
6
艶
雪
で
タ
フ
シ
ー
ル
を
教
え
る
ポ
ス
ト
な
ど
を
譲
っ
て
も
ら
い
、
叔

父
の
N
ρ
目
口
巴
，
U
冒
O
帥
肱
8
（
さ
。
O
）
と
共
同
で
担
当
し
た
。
　
一
四
三
七
／
八
年
、
大
叔
父
の
ナ
ー
イ
ブ
と
し
て
下
エ
ジ
プ
ト
の
H
σ
団
飯
や
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切
＝
び
㊤
遂
な
ど
に
赴
任
。
そ
し
て
父
の
死
後
（
一
四
五
一
年
）
、
任
期
は
不
明
だ
が
、
融
9
1
倉
主
7
．
霧
図
録
職
を
得
た
。
一
四
五
四
年
、
ρ
や
蜜
践
鑓
。
。
勲

既
－
鼠
窪
鴇
ぐ
饗
【
山
鼠
“
同
H
層
ω
圃
Φ
－
。
。
昌
の
法
学
の
教
授
職
を
二
〇
〇
α
コ
で
、
そ
し
て
一
四
六
〇
年
に
は
　
開
♂
⇒
の
鋒
ω
帥
、
岩
蟹
あ
信
．
ρ
α
9
1
．

寅
蜜
済
H
u
畠
軒
呂
の
管
理
職
を
約
五
〇
〇
号
と
い
う
金
額
で
そ
れ
ぞ
れ
手
に
入
れ
た
と
い
う
。
一
四
六
四
年
大
叔
父
が
死
去
す
る
と
、
そ
の

女
婿
で
あ
る
こ
と
を
盾
に
一
五
〇
〇
α
口
を
受
け
取
り
、
さ
ら
に
閑
財
9
ρ
9
ー
ゲ
巴
－
じ
d
ミ
σ
錠
ω
蔓
饗
［
囚
竃
“
回
目
し
δ
－
。
。
］
や
N
9
1
≦
蔓
ρ
巴
－
囚
げ
霧
－

滞
冨
び
蔓
饗
な
ど
で
大
叔
父
が
持
っ
て
い
た
職
を
継
承
し
た
。

　
一
四
六
六
年
0
巴
9
巴
6
目
諺
ザ
ヨ
斜
α
㊤
乍
寓
ρ
匹
巳
（
b
。
ω
）
解
任
後
、
借
金
を
し
て
つ
く
っ
た
と
い
う
七
千
α
⇔
の
金
を
用
い
て
大
力
ー

デ
擁
－
に
任
命
さ
れ
た
が
、
わ
ず
か
四
カ
月
で
、
経
験
不
足
と
行
状
の
悪
さ
を
理
由
に
任
を
解
か
れ
た
［
し
ご
N
昌
H
閣
置
呂
。
そ
の
後
は
大
力
ー
デ
ィ

ー
に
な
る
た
め
に
し
た
借
金
返
済
に
追
わ
れ
、
一
四
八
五
年
三
月
一
九
日
に
病
没
し
た
。

　
6
。
　
し
d
㊤
臼
㊤
ぐ
U
臼
寓
巳
属
ヨ
巳
騨
仙
伊
一
－
試
騨
賦
鷺
（
蒔
さ
。
）
（
ω
財
．
q
り
）

　
先
の
m
追
立
巴
－
∪
冒
諺
ザ
影
9
α
ρ
や
宕
㊤
叢
巳
（
卜
。
ω
）
の
息
子
で
あ
る
彼
も
ブ
ル
キ
ー
二
一
家
と
の
つ
な
が
り
を
利
用
し
て
大
カ
ー
デ
ィ
ー
に

ま
で
な
っ
た
と
い
え
る
。
一
四
三
八
年
二
月
二
四
日
カ
イ
ロ
で
誕
生
。
義
理
の
祖
父
で
あ
る
0
蝕
昼
（
O
）
や
父
の
下
で
学
び
、
一
四
六
三
年
そ

の
祖
父
に
ナ
ー
イ
ブ
に
任
命
さ
れ
、
父
親
が
大
力
ー
デ
ィ
！
の
と
き
に
も
U
騨
ヨ
㊤
嘗
鍵
や
ヵ
イ
戸
で
ナ
ー
イ
ブ
を
務
め
た
。
父
の
死
後
、
勲
賢

竃
9
脅
霧
伊
㊤
7
留
唇
ぐ
饗
と
卑
窯
麟
母
霧
p
巴
山
9
1
芝
巳
ぐ
饗
引
目
”
H
押
ω
り
。
。
］
そ
れ
ぞ
れ
の
法
学
の
教
授
職
、
お
よ
び
後
者
の
管
理
職
を
引

き
継
ぎ
、
ま
た
義
理
の
叔
父
切
㊤
普
巴
6
冨
冒
各
p
き
B
僧
臼
（
b
o
㊦
）
が
一
四
八
七
年
に
死
ぬ
と
、
彼
の
保
持
し
て
い
た
N
餅
≦
ぐ
ρ
騨
プ
重
げ
霧
『

ω
嵐
げ
ぐ
唄
ρ
と
伊
窄
冨
ρ
紆
霧
9
巴
－
Q
Q
び
鴛
B
図
嘱
ゆ
の
法
学
の
教
授
職
、
お
よ
び
愚
説
ρ
憎
、
霧
匿
妻
戸
を
四
千
曾
で
手
に
入
れ
た
。
そ
の
金

は
義
理
の
お
ば
諺
濠
（
b
o
刈
）
よ
り
借
り
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
【
U
い
”
区
H
H
蕊
。
　
一
五
一
〇
年
、
今
度
は
三
千
曾
の
金
に
よ
っ
て
大

力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
す
る
が
、
三
カ
月
に
満
た
な
い
期
間
で
解
任
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
約
ニ
ヵ
月
後
の
八
月
一
七
日
に
没
し
た
［
b
u
N
昌
く
暫
く
ド

目
。
。
。
。
レ
。
。
。
。
］
。

　
彼
の
没
後
、
こ
の
家
系
で
そ
の
活
動
を
確
認
で
き
る
成
員
は
い
な
い
。
但
し
、
し
d
N
の
中
に
ブ
ル
キ
亡
命
ー
と
い
う
ニ
ス
バ
を
持
つ
者
を
二
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BahE’　al－Din　Abtt　al－Baqa’　Muinammad　（24）

（1416／7－1452）

‘Aフn4’im　（25）　（1422／3－1468）

Fath　al－Din　Mufpammad　（26）　（1441－1487）

Alif　（27）

Wali　al－Din　Muljammad　（28）

（1361／2，　1372－1451）

Awりad　aレDin　M晦ammad（29）（1420－1482）

Shihab　al－Din　Aljrnad　（30）　（1393／4－1435）

Baha’　al－Din　ICuhammad　（31）　（1393－1474）

Wali　al－Din　Alpmad　（32）　（1409，　1411／2－1461）

こ乃n？｝tal＿Hasan　（33）　（1426／7頃一？）

Fath　al－Din　Abti　al－Ghayth　Muljammacl　（34）

（1431／2頃一1457）

Kltadi］’a　（35）　（？一1489）

HawwaH’　（36）

‘Ala’　al－Din　’Ali　（37）　（1402－1478）

Shihab　aレDin　Allrnad（38）（‡406－1476）

Badr　al－Dln　AbU　al－Sa‘一adat　Mubarnmad　（39）

（1417／8－1485）

／a・nna　（40）　（？一1491／2）

Bilqis　（41）　（？一1480）

Badr　al－Din　al－Makini　（42）　（1438－1510）

Badr　al－Din　Mubammad　（43）

’lzz　aレDin‘Abd　al一‘　Aziz（44）．．（1421一一1483）

＄adr　al－Din　Muljarnmad　（45）　（1379－1435）

Zuhier　（46）

Ja1a｝　al－Dln　’Abd　al－Ral．iman　（47）

（1430－1462）

Al・if　（48）　（？一1473）

KamEl　al－Din　Muljammad　（49）　（1436一？）

Badr　al－Din　Mubammad　（50）　（1432－1487）

Zayri　al－Din　‘Abd　al－Basit　（51）　（1466一？）

Shihab　al－Din　Aljmad　（52）　（？一1451）

DL：XI，8

DL　：　XII，　84

DL　：　VII，　268－9

DL　：　XII，　7－8

DL　：　VIII，　110－11

BZ：III，　196；　DL：VI，　296－7

DL：II，102言IG：VエII，359

DL　：　VIII，　62－3

DL　：　II，　188－90　；　NZ　：　XVI，　313－4

DL：XII，　137－8

DL：工X，263

DL：XI工，31

DL　：　XII，　23

DL：V，310－1

DL：II，　119－20

DL：工X，95－100；DR：322－42

DL　：　XII，　14

DL　：　XII，　17－8

BZ：IV，　188；　DL：VII，　58

DL：IX，3

DL：工V，　228

DL　：　VIII，　106－7

DL　：　XII，　38

DL：IV，　102－3

DL　：　XII，　8

DL：IX，17

DL　：　VII，　70－1

DL：IV，　28－9

DL：王1，33
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　　　　　　　　　　　　　　表2　ブルキーニー家の成員の経歴に関する典拠

　　　　　（生没年のわかる者についてはそれを示し，女性の成員の名はイタリックとした）

NEsir　al－Dln　Muljammad　（1）

（1315／6－1401／2）

AbU　Bakr　（2）　（？一1371／2）

Eiraj　al－Din　‘Umar　（3）　（1324－1403）

Badr　al－Dln　Aba　a｝一Yaman　Muljammad　（4）

（1355頃一1389）

Jalal　al－Dln　‘Abd　al－Rabman　（5）

（1361／2－1421）

‘Alam　al－Dln　＄alilj　（6）　（1388／9－1464）

PiyaJ　al－Din　’Abd　al－Khaliq　（7）

（1390／1－1464）

Mゆia1－D三パA1玉（8）

BahE’　al－Din　RaslEn　（9）　（1355－1400／1）

Shihab　al－Din　Aljmad　（le）　（1365／6－1440）

Ja‘far　（11）

Nasir　al－Dln　Muljamrnad　（12）

‘lzz　al－Dln　’Abd　al一‘Aziz　（13）　（？一1419）

Zaynab　（14）　（？一1424）

Bilgis　（15）　（？一1438）

Taqi　al－Dln　Mufpammad　（16）　（1387T1435）

Janna　（17）

‘Aglga　（18）　（？一1420）

Taj　al－Din　Mufpamrnad　（19）　（1385－1451）

Zayn　aレDin　Q5sim（20）（1393一工457）

Faltima　（21）　（？一1473）

Zay7tab　（22）　（1414／5　？一1491）

＄alab　al－Din　al－Makini　（23）　（1418－1476）

DL：　VII，　244；　IG：V，　47－8

IG：1，24－5

DL：VI，　85－90；　IG：V，　107－9；　KS：III，　1108；

TS：IV，　36－43

DK：工V，105；IG：II，376；KS：III，　687－8；

TS：III，　171－3；　Wiet：］　o．　2288

bL：IV，　106－13；　IG：VII，440－1；　KS：IV，

600；　MS：　VII，　197－203；　）　Z：XIV，　237－8；

R工：　33．　2－6　；TS　：．　IV，87－9

DL：III，　312－4；　DR：155－84；　MS：VI，　327－9；

NZ：XVI，　333；　RI：256－9

DL：IV，40－1

DL：V，266

DL：III，　225；　IG：IV，　277－8：　MS：　V，　351；

TS：IV，23－4

DL：1，253－4；王G：IX，137－8；KS　lエV，1231；

MS：1，226

DL：III，　70

DL：　VII，　167－8

DL：IV，　232－3；　IG：　VII，　367；　KS：IV，　515；

MS　：　VII，　268

DL：XII，41

DL：XII，　14；　IG：IX，　20

DL：IX，　171；　IG：VIII，　367－8；Wiet：

No．　2350

DL　：　XII，　18

DL：XIL　82

DL　：　VII，　294－5　；　NZ　：　XVI，6；　Wiet　：

No．　2180

DL：VI，　181－2；）Z：XVI，　188－9；　Wiet：

1　o．　1807

DL　：　XII，　93－4

DL　：　XII，　41

BZ：III，　120；　DL：II，　99－101；　DR：94－104
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⑳

人
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
は
、
一
五
一
七
年
に
イ
ス
タ
ソ
ブ
ル
へ
移
住
し
た
シ
ャ
…
フ
ィ
イ
ー
派
ナ
ー
イ
ブ
た
ち
の
中
に

そ
の
名
の
見
え
る
し
d
ρ
曾
巴
む
冒
卜
占
に
d
感
温
巳
と
い
う
人
物
で
あ
る
［
＜
讐
じ
。
・
。
㊤
］
が
、
彼
は
し
d
9
紆
巴
－
U
冒
冒
昌
昌
ヨ
巳
巴
（
鼻
ω
）
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
圓
参
照
し
た
限
り
の
史
料
に
お
い
て
、
こ
れ
を
最
後
に
同
家
に
関
す
る
情
報
は
全
く
見
ら
れ

な
く
な
る
。
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
終
焉
と
時
を
同
じ
く
し
て
ハ
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
ブ
ル
キ
ー
二
一
家
か
ら
要
職
を
占
め
る
人
物
が
出
る
こ
と
は

な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
シ
　
フ
　
ナ
　
家
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彼
ら
の
中
で
最
も
古
く
そ
の
活
動
を
確
認
で
き
る
の
は
、
仁
餌
絡
露
僧
r
U
貯
冨
昌
白
9
σ
・
○
げ
帥
賎
で
あ
る
。
彼
は
ア
イ
ユ
ー
ブ
朝
時
代

に
ア
レ
ッ
ポ
の
ω
ぼ
嘗
ρ
職
に
就
い
て
い
た
が
、
そ
の
た
め
に
彼
の
子
孫
が
H
9
巴
－
ω
巨
嘗
㊤
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
以
後
、

彼
の
孫
に
あ
た
る
閑
ρ
ヨ
注
9
7
∪
貯
冨
昌
ρ
落
字
p
α
か
ら
そ
の
系
譜
を
辿
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
L
　
鋭
§
鋒
即
憎
∪
臥
鼠
昌
慧
ヨ
巴
貸
）

　
ア
レ
ッ
ポ
に
お
い
て
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
出
し
、
講
義
を
行
い
、
　
コ
ニ
七
四
年
に
没
し
た
と
い
う
。
ま
た
息
子
．
諺
団
．
巴
－
∪
囲
コ
、
》
嗣
（
国
）
が

彼
の
ナ
ー
イ
ブ
を
し
た
と
あ
る
こ
と
蜜
い
幽
く
H
b
O
］
か
ら
、
ア
レ
ッ
ポ
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
大
力
ー
デ
ィ
ー
を
務
め
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
a
　
誕
昌
8
σ
巴
6
ヨ
諺
9
巴
－
芝
9
嵩
α
罵
口
冨
ヨ
ヨ
巴
（
H
H
）
（
出
h
●
H
日
）

　
＝
一
、
一
四
八
／
九
年
ア
レ
ッ
ポ
で
生
ま
れ
る
。
最
初
の
教
育
を
父
親
や
ア
レ
ヅ
ポ
の
ウ
ラ
マ
ー
か
ら
受
け
た
後
、
父
の
す
す
め
で
ダ
マ
ス
ク
ス
、

カ
イ
ロ
へ
行
き
、
そ
れ
ら
の
町
の
ウ
ラ
マ
ー
の
下
で
学
ん
だ
。
父
の
死
後
は
カ
イ
ロ
の
巴
自
㊤
α
毒
。
。
ρ
騨
型
留
品
げ
暮
2
δ
げ
ぐ
饗
冒
寓
晶
H
』
8
立

で
暮
ら
し
た
と
い
う
。

　
＝
二
七
六
／
七
年
忌
レ
ッ
ポ
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
す
る
が
、
わ
ず
か
の
期
間
で
解
任
と
な
る
寓
ω
…
ぼ
囲
b
り
出
。
つ
つ
い

て
三
七
七
／
八
年
に
再
任
さ
れ
る
が
・
数
ヵ
月
で
再
び
解
任
さ
れ
［
努
員
量
・
以
後
一
三
九
一
年
ま
で
に
四
園
同
職
に
就
任
し
て
い
砲
・
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一
三
九
一
年
に
解
任
さ
れ
た
の
は
、
ス
ル
タ
ン
じ
u
霞
ρ
q
ゆ
に
敵
対
す
る
勢
力
を
支
援
し
た
か
ど
で
処
刑
さ
れ
た
ア
レ
ッ
ポ
の
太
守
（
呂
、
邑
、

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

く
巴
9
α
p
げ
魑
艶
乞
習
三
に
連
座
し
て
投
獄
さ
れ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
る
。
ま
も
な
く
釈
放
さ
れ
て
三
年
間
ほ
ど
カ
イ
ロ
に
留
ま
っ
た
後
、
ア

レ
ヅ
ポ
へ
帰
り
、
勉
学
と
著
述
に
打
ち
込
ん
だ
と
い
う
。
一
四
〇
〇
年
、
ア
レ
ヅ
ポ
を
占
領
し
た
テ
ィ
ム
ー
ル
と
同
地
の
ウ
ラ
マ
ー
の
代
表
の

一
人
と
し
て
会
見
し
、
住
民
の
安
全
を
求
め
た
が
、
結
局
そ
れ
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
後
、
一
四
〇
六
年
に
ス
ル
タ
ン
男
霞
ど
（
在
位

一
三
九
九
－
一
四
〇
五
年
、
一
四
〇
五
一
一
二
年
）
に
よ
っ
て
ア
レ
ヅ
ポ
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
任
じ
ら
れ
た
と
す
る
年
代
記
も
あ
る
【
目
Q
”
〈
算
㊤
呂

が
、
い
つ
解
任
さ
れ
た
か
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
ρ
7
竃
ρ
ρ
正
風
は
一
四
〇
九
年
、
矧
9
円
螢
σ
q
二
一
C
d
一
鼠
同
は
一
四
一
一
年
に
彼
が
ダ
マ
ス

ク
ス
の
大
力
！
デ
ィ
ー
に
任
命
さ
れ
た
と
記
し
［
内
ω
”
目
く
讐
無
題
≦
§
”
署
。
』
。
。
。
。
。
。
回
、
H
げ
匹
田
ρ
冠
H
や
巴
あ
p
湯
げ
四
二
も
時
期
を
特
定
し
て
い

な
い
が
、
同
様
の
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
但
し
、
ダ
マ
ス
ク
ス
の
カ
ー
デ
ィ
ー
列
伝
に
彼
の
名
は
見
え
ず
、
ま
た
そ
の
解
任
時
期
も
不
明
で
あ

る
。
そ
し
て
一
四
一
一
年
、
今
度
は
反
乱
を
起
こ
し
た
冨
に
、
ρ
団
巻
α
ω
げ
ρ
重
げ
（
後
の
ス
ル
タ
ン
、
在
位
一
四
一
ご
⊥
二
年
目
に
与
し
て
い
た
た

め
に
カ
イ
ロ
で
投
獄
さ
れ
た
［
囚
ω
”
H
＜
旨
㎝
昌
が
、
釈
放
後
は
カ
イ
ロ
で
鼠
㊤
曾
霧
ρ
巴
－
賢
8
9
1
一
好
饗
の
法
学
の
教
授
職
な
ど
い
く
つ
か
の
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
就
い
た
。
翌
年
、
ス
ル
タ
ン
国
9
雷
扁
が
彼
を
エ
ジ
プ
ト
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
任
命
。
前
任
の
法
螺
骨
㊤
一
－
∪
ぎ
H
9
㊤
一
－
．
》
留
5
（
出
や
Q
◎
）
が

反
乱
者
の
二
心
、
ミ
団
銭
Q
。
較
量
げ
の
側
に
つ
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
も
な
く
国
画
a
に
代
わ
っ
て
カ
リ
フ
9
駅
冒
霧
霞
、
冒

（
在
位
　
四
一
二
年
）
が
ス
ル
タ
ン
に
即
位
し
、
彼
は
実
務
に
つ
か
な
い
ま
ま
解
任
さ
れ
た
。
そ
の
後
ア
レ
ヅ
ポ
へ
戻
り
、
一
四
一
二
年
七
月
二

二
日
に
死
玄
し
た
。

　
彼
に
よ
っ
て
、
出
身
地
の
ア
レ
ッ
ポ
だ
け
で
な
く
、
カ
イ
ロ
に
お
い
て
も
シ
フ
ナ
家
が
活
動
す
る
端
緒
が
開
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
3
，
　
竃
㍍
管
び
げ
巴
－
∪
ヨ
》
げ
q
巴
由
ρ
仙
一
寓
目
ザ
螢
臼
ヨ
螢
O
（
≦
）
（
出
い
b
⊃
岡
）

　
一
四
〇
二
年
二
月
一
五
日
ア
レ
ヅ
ポ
で
誕
生
。
ア
レ
ヅ
ポ
、
ダ
マ
ス
ク
ス
、
カ
イ
ロ
な
ど
で
学
ぶ
。
最
初
に
就
い
た
職
は
、
父
か
ら
譲
り
受

け
た
ア
レ
ッ
ポ
の
鼠
窃
U
鼠
》
ω
げ
5
鉱
ヨ
霞
［
U
竃
”
H
①
己
匂
巴
－
零
9
島
影
騨
巴
里
珪
α
農
《
団
ρ
門
U
鼠
舞
。
。
。
。
プ
僧
7
畑
帥
一
瞥
妻
ぐ
饗
［
U
鎧
愚
。
。
？
3
・

乳
あ
罫
繋
げ
ρ
囲
（
寡
ぐ
膨
冒
竃
邑
。
。
令
呂
そ
れ
ぞ
れ
の
法
学
の
敦
授
職
で
、
兄
｝
≦
ゲ
巴
ρ
7
∪
冒
、
｝
げ
q
巴
白
暮
黒
（
＜
H
）
と
言
書
で
担
当
し
た
。
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そ
の
後
一
四
一
七
／
八
年
頃
ア
レ
ヅ
ポ
の
ρ
十
二
㊤
智
．
霧
閑
霞
に
任
じ
ら
れ
、
　
一
四
三
三
年
か
ら
四
二
年
ま
で
同
地
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
を
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

め
た
。
　
一
四
四
五
年
同
職
に
再
任
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
同
時
に
量
切
げ
騨
〒
ω
一
階
鼠
貸
巴
－
す
早
落
に
も
任
命
さ
れ
た
曙
N
一
区
く
る
①
①
】
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
れ
に
は
、
　
エ
ジ
プ
ト
の
昌
9
1
咽
貯
巴
涛
げ
帥
齢
の
冒
日
嗣
巴
－
U
冒
H
σ
⇔
瀕
鋒
管
旨
ρ
匿
㊤
日
［
客
N
”
温
く
る
①
①
】
、
ま
た
は
上
図
巴
同
巴
－
U
冒
曽
7

　
　
　
　
　
⑪

ω
初
富
（
ω
巨
ω
G
。
）
［
∪
い
昌
図
b
Φ
c
。
…
∪
切
”
。
。
零
］
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
一
千
α
⇔
の
金
が
も
の
を
い
っ
た
の
だ
と
い
う
。
彼
は
ま
た
、
≦
一
同
p
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

∪
冒
巴
あ
鋒
富
の
娘
と
結
婚
す
る
以
前
に
、
師
の
一
人
目
あ
る
．
》
昼
．
巴
6
冒
H
σ
鄭
開
げ
暮
圃
σ
ρ
憎
翼
帥
岡
三
《
鴇
の
娘
と
結
婚
し
て
お
り
、

彼
か
ら
㊤
智
言
㊤
紆
ρ
＄
巴
－
冨
を
巳
蔓
楓
ρ
冒
竃
”
・
。
・
。
・
。
】
”
9
や
畑
ρ
＆
9
1
魯
図
題
［
∪
呂
…
・
。
。
。
・
。
扁
の
法
学
の
教
授
職
を
も
得
て
い
た
。
さ
ら
に
加
え
て

昌
9
1
帆
同
ρ
憎
ρ
巴
．
ρ
こ
9
1
巨
．
9
困
由
ρ
σ
胃
の
管
理
人
【
ω
》
縞
く
る
・
。
ρ
勺
。
℃
需
巨
δ
。
。
］
と
ハ
テ
ィ
ー
ブ
も
兼
任
し
、
「
ア
レ
ッ
ポ
の
こ
と
は
す
べ
て
彼

の
裁
量
に
ま
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
［
】
）
ピ
昌
×
る
り
。
。
】
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

　
そ
ん
な
彼
が
次
に
な
ろ
う
と
し
た
の
は
エ
ジ
プ
ト
の
閃
鋒
8
巴
血
目
で
、
一
四
五
二
年
そ
の
た
め
に
カ
イ
ロ
に
赴
く
が
、
反
対
に
あ
っ
て

ア
レ
ッ
ポ
の
縞
江
σ
慶
色
瑳
と
コ
習
貯
巴
∴
ρ
岩
げ
職
か
ら
罷
免
さ
れ
、
ア
レ
ッ
ポ
へ
追
い
返
さ
れ
た
籏
N
”
幽
く
孤
髭
］
。
そ
し
て
さ
ら
に

そ
の
三
ヵ
月
後
に
は
ア
レ
ッ
ポ
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
職
も
失
う
こ
と
に
な
っ
た
冒
N
”
図
く
曽
置
。
。
］
。
そ
れ
で
も
彼
は
翌
年
再
び
カ
イ
ロ
へ
行
き
、

激
し
く
猟
官
運
動
を
行
っ
た
末
、
一
千
含
と
も
二
千
α
口
と
も
い
わ
れ
る
金
を
用
い
て
、
漸
く
エ
ジ
プ
ト
の
鼠
泣
σ
巴
－
ω
醇
に
就
任
し
た

［
U
切
”
。
。
①
搾
客
N
”
〆
＜
H
㍉
昌
。
し
か
し
、
反
対
者
の
た
め
に
半
年
後
の
一
四
五
四
年
に
は
同
職
を
解
任
さ
れ
［
し
d
N
昌
H
憎
認
£
、
　
エ
ル
サ
レ
ム
へ

追
放
の
身
と
な
っ
た
。
　
一
四
五
八
年
許
さ
れ
て
ア
レ
ッ
ポ
に
帰
還
。
無
職
と
な
っ
た
彼
は
、
翌
年
ま
た
カ
イ
ロ
へ
行
き
、
今
度
も
多
額
の
金

を
使
っ
て
エ
ジ
プ
ト
の
匿
9
1
賦
び
ρ
～
ぎ
職
に
復
帰
し
【
O
腎
H
図
b
り
搾
堵
N
…
醜
く
H
”
這
り
］
、
孫
虻
ω
習
巴
6
冒
諺
廿
ヨ
巴
（
図
く
）
を
そ
の
代
理

（
鈷
、
一
σ
）
に
任
命
し
た
。

　
一
四
六
二
年
エ
ジ
プ
ト
の
大
力
ー
デ
ィ
：
に
任
命
さ
れ
た
が
、
温
田
げ
㊤
一
－
ω
一
霞
職
か
ら
は
兼
任
を
許
さ
れ
ず
に
解
任
さ
れ
た
。
こ
れ
を
含
め

て
以
後
、
計
三
回
、
約
九
年
間
大
力
ー
デ
ィ
ー
と
な
っ
た
。
そ
の
他
カ
イ
ロ
で
は
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
在
職
時
の
一
四
六
七
年
に
得
た
巴
山
9
ー
ヨ
一
、

㊤
7
諸
β
．
ρ
賓
騰
息
蔓
空
耳
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
講
師
の
職
、
一
四
七
七
年
に
任
じ
ら
れ
た
開
び
9
ρ
画
び
巴
あ
げ
p
謄
躍
㎝
巳
《
団
ρ
［
囚
竃
”
。
。
鼻
曲
昌
の
シ
ャ
イ
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フ
職
［
b
ご
N
昌
H
H
獄
。
。
出
の
ほ
か
、
巴
－
潔
践
養
器
巴
由
ρ
議
凶
禽
唄
膨
の
シ
ャ
イ
フ
職
な
ど
も
担
当
し
た
。
一
四
八
五
年
二
月
二
目
病
没
。

　
シ
フ
ナ
家
は
、
彼
の
活
動
に
よ
っ
て
ア
レ
ヅ
ポ
か
ら
カ
イ
ロ
へ
と
本
格
的
に
進
言
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
拠
点
は
依
然
ア
レ
ヅ
ポ
に

置
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
出
訴
餌
9
鍵
げ
は
、
》
び
側
巴
的
ρ
黛
の
ワ
ク
フ
文
書
に
つ
い
て
伝
え
て
い
る
【
H
冨
開
く
る
訟
歯
］
が
、
そ
れ
に
よ

る
と
、
彼
は
ア
レ
ヅ
ポ
の
町
内
外
に
多
数
の
ワ
ク
フ
物
件
を
所
有
し
、
そ
の
収
益
は
数
千
曾
に
上
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
文
書
は
一
四

五
〇
／
一
年
に
記
さ
れ
た
後
、
　
一
四
七
二
／
三
年
に
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
跨
ぴ
二
戸
彰
9
倉
は
カ
イ

ρ
に
出
て
き
て
か
ら
も
、
ア
レ
ッ
ポ
で
財
産
を
築
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
4
　
ω
鍵
同
斜
閉
U
営
5
げ
α
巴
由
帥
巴
H
（
×
H
）
（
綴
略
●
ω
囲
）

　
一
四
四
八
年
一
月
一
六
日
ア
レ
ッ
ポ
で
生
ま
れ
る
。
父
や
、
そ
の
他
カ
イ
ロ
や
エ
ル
サ
レ
ム
の
ウ
ラ
マ
ー
に
師
事
し
た
。
そ
の
後
、
時
期
は

不
明
だ
が
、
ア
レ
ヅ
ポ
の
伊
や
冨
ρ
α
影
舞
ρ
智
ω
鍔
自
び
鱒
閃
算
ぐ
饗
の
法
学
の
教
授
職
な
ど
を
父
か
ら
引
き
継
い
で
兄
》
夢
謬
巴
6
冒
冒
q
ー

ザ
卑
営
B
ρ
α
（
図
）
と
共
に
担
当
し
た
［
U
鼠
”
b
。
。
。
鉢
。
］
。

　
カ
イ
ロ
で
は
、
父
の
ナ
ー
イ
ブ
や
、
父
の
肝
煎
り
で
任
じ
ら
れ
た
【
U
切
”
ω
。
。
・
。
］
と
い
う
巴
－
蜜
p
謡
講
ρ
㊤
駅
切
合
σ
q
げ
半
田
δ
匡
遂
㊤
の
助
手
（
筥
島
α
）

の
ほ
か
に
も
、
冒
艮
、
ρ
学
六
三
藤
岡
竃
晶
H
b
ミ
あ
・
。
】
の
ハ
テ
ィ
：
ブ
、
鼠
餌
遅
場
帥
巴
－
宣
B
巴
ぐ
誘
の
タ
フ
シ
ー
ル
の
講
師
な
ど
を
務
め
た
。

父
の
死
後
は
、
巴
壷
帥
ヨ
一
．
轡
7
鼠
q
、
㊤
出
目
巴
好
図
㊤
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
講
師
の
職
、
国
げ
9
、
⇔
ρ
帥
げ
巴
－
ω
け
ゆ
団
雪
げ
9
ぐ
団
卑
の
シ
ャ
イ
フ
職
を
継
い
だ
。

一
五
〇
一
年
置
ジ
プ
ト
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
［
b
ご
N
”
H
H
H
』
①
①
】
。
す
ぐ
に
解
任
さ
れ
る
［
b
ご
N
昌
回
H
添
課
］
が
、
約
三
ヵ
月
後
に
再
任
さ
れ

筍
N
縞
く
い
d
、
　
一
五
一
四
年
夏
で
在
職
し
た
［
b
d
N
”
H
＜
る
α
£
。
ま
た
、
こ
の
間
の
一
五
〇
八
年
に
は
巴
－
寓
曽
墨
筆
p
巴
－
m
母
σ
q
げ
暮
白
δ
三
図
冨

の
シ
ャ
イ
フ
に
任
命
さ
れ
て
も
い
る
［
じ
ご
N
晶
く
レ
ω
呂
。
一
五
一
五
年
九
月
死
虫
。

　
甑
　
側
房
四
旨
螢
憎
U
ヨ
鼠
騨
ザ
菖
鱗
α
（
×
顔
）
（
国
h
・
ω
G
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
生
年
は
不
明
だ
が
、
カ
イ
ロ
で
生
ま
れ
た
と
い
う
［
O
閤
ω
”
H
も
。
凹
。
　
一
五
一
〇
年
頃
ア
レ
ッ
ポ
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
を
務
め
、
　
一
五
一
五
年

三
千
α
昌
の
金
を
積
ん
で
エ
ジ
プ
ト
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
任
命
さ
れ
た
。
H
σ
昌
H
図
9
1
ω
に
よ
れ
ば
、
こ
の
と
き
彼
は
ま
だ
若
く
て
大
力
i
デ
ィ
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開・

孖
ﾂ
㎝
ぎ
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一
当
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同
コ
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凸
雪
O
O

　
　
　
　
一

　
　
ζ
多
量
ヨ
巴

　
　
　
　
．
一

7
｛
信
一
呂
σ
7
麟
型
隅
）
圖
昌
〉
σ
ロ
髄
7
♂
く
訪
胃
二

．
〉
脚
9
1
．
琶
占
）
判
コ
ト
〉
嵩
（
［
臨
）

「
師
二
7
｛
二
占
）
岡
コ
い
〉
鐸
一
自
7
刃

7
｛
ロ
7
§
ヨ
鶴
（
認
（
議
）

二9

V
≦
。
・
一
具
〈
）
　
〉
≦
。
7
巴
弔
剛
）
ヨ
．
＞
9
9
〒
監
煽
只
≦
）

一
≦
嘗
7
一
σ
σ
飴
一
占
）
剛
部
〉
σ
5
1
自
学
「
ぼ
島
一

7
画
客
∋
O
」
（
ぐ
一
＝
）

竃
⊆
轄
舅
∋
篇
目
（
く
昌
）

再
忌
ヨ
訓
昌
（
一
く
）

〉
皆
同
門
鎮
－
O
冒
一
≦
ζ
σ
僅
ヨ
ヨ
山
二
（
X
）

丙
弩
卍
5
ρ
一
占
）
呵
＝
圃
げ
扇
冨
ヨ
（
一
X
）

．
「
」

“
巴
弩
巴
占
）
団
”
　
　
　
　
ド
騨
釧
昌
二
〇
7
剛
）
同
コ
　
　
　
ぎ
三
戸
　
　
　
．
〉
顕
h
9
昌
”
占
）
剛
昌
　
　
b
σ
8
1
轡
　
　
　
N
隆
2
漏
）
同
5
　
　
、
〉
σ
乱
塾
－
O
ゴ
O
豊
門
　
　
＝
¢
0
6
ぎ
巴
占
）
剛
コ
　
　
｝
げ
尉
ゆ
国
ζ
　
　
豊
富
げ
陣
σ
σ
9
1
】
）
内
旨
　
〉
ぎ
帥
鳥

］
≦
房
£
。
ヨ
ヨ
巴
（
×
署
）
　
〉
σ
ヨ
巴
（
×
〈
）
　
　
　
（
×
＜
ご
　
　
　
曇
ロ
駒
．
£
2
同
県
×
＜
圏
ご
　
（
×
＜
圃
＝
）
　
．
〉
竃
曽
＝
W
鋤
急
　
　
　
　
（
×
X
）
　
　
k
匿
×
×
剛
）
　
（
×
×
剛
ご
　
　
　
寓
¢
9
冨
ヨ
二
巴
　
　
（
×
【
＜
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

i
×
陵
）
　
　
　
　
　
｛
　
　
　
　
　
（
×
×
導

囚
舅
弩
笛
一
－
○
団
昌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
冨
鋤
コ
鶴
の
磨
冒
識
　
　
〉
釜
謬
9
占
）
団
謙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇔
7
㎝
鮎
（
×
×
＜
剛
＝
）

回
≦
鐸
劇
帥
∋
ヨ
螢
黛
×
×
〈
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〉
骨
∋
鋤
二
（
×
×
＜
一
）
　
　
窯
儲
σ
馨
ヨ
薗
黛
×
×
く
臨
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
“
斗
粥
渦
図

！
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
い
え
な
い
が
、
金
で
ス
ル
タ
ン
に
取
り
入
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
．
【
し
u
N
“
H
＜
”
ミ
コ
。

　
一
五
一
六
年
マ
ル
ジ
ュ
・
ダ
ー
ビ
ク
の
戦
で
マ
ム
ル
ー
ク
朝
が
オ
ス
マ
ン
朝
に
敗
北
し
た
際
、
従
軍
し
て
い
た
四
人
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
た
ち

の
中
で
彼
だ
け
が
カ
イ
ロ
へ
逃
げ
帰
り
、
セ
リ
ム
　
世
が
カ
イ
ロ
へ
入
っ
た
後
も
大
力
ー
デ
ィ
ー
の
地
位
に
留
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
［
じ
σ
喚

く
し
①
凹
が
、
一
五
一
七
年
マ
ム
ル
ー
ク
朝
に
対
す
る
和
平
の
返
書
を
持
っ
て
い
く
途
中
で
、
弟
》
ぴ
q
じ
d
鋤
ξ
（
×
盗
）
と
共
に
殺
害
さ
れ
た
と

い
う
［
一
W
N
”
〈
弘
諺
】
。
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一四世紀末一一六世紀初頭エジプトの大カーディーとその有力家系（伊藤）

　　　　　　　　　表3　シフナ家の成員の経歴に関する典拠（凡例はge　2に同じ）

Kamal　aトDin　Mゆammad（1）（？一1374）

Iluhibb　al－Din　AbU　al－Walid　Muhammad
（II）　（1348／9－1412）

‘Ala’a1－D玉n了A1更（皿）（1355－1427／8）

Fatb　a正一Din‘Abd　al－Ra1）man（工V）

（1352／3－1426）

al－Walid　（V）　（？一1400）

Awljad　al－Din　‘Abd　al－Latif　（VI）

（1386－1429／30）

Mubibb　al－Din　AbU　al－Fadl　iMuhammacl
（N，ll）　（1402－1485）

Mahm恒d（畷）

Kam翫1　al－Din　Ibrah加（IX）

Athir　al－Din　Muljammad　（X）

（1421－1492／3）

Sari　al－Dln　‘Abd　al－Barr　（XI）　（1448－1515）

Zaynab　（xu）　（？一1491／2）

ノ為ωiγち七yα　（X互H）

Jal義l　al－Din　I　Iuhammad（Xの（1438－1486）

Lisan　al－Din　Abrnad　（XV）　（144e／1－1477）

Afna－ma　（XM）　（1440－1532／3）

‘Alif　al－Din　”usayn　（Xvr）

（1454－1504／5，　1510／1）

Bi’tra－n　（Xwn）　（1456／7－1531／2）

Zaki　aトDin‘Abd　aトB蕊si㌻（XK）

（1472／3－1497／8）

‘Abd　al－GhafUr　（XX）　（？一1477）

耳usam　al－D1n　Malymttd（X）◎（P－1517）

Abn　Bakr　（Xxu）　（？一1517）

Mゆibb　al－Din　M晦ammad（XX皿）
（？一1544）

Al］mad　（XXW）　（？一1529／30）

1〈amal　al－Din　IEuljarnmad　（XXV）　（？一1491／2）

LisEn　al－Dln　Alpmad　（XXivl）

Athir　al－Din　Mulparnmad　（XXn）　（？一1529／30）

GhEzi　（XXXpt）　（？一1552／3）

DK：IV，　238；　IN：　V，　59

DL：X，3－6；　DR：406－28；　IG：VII，　95－7；

IN：V，　158－61；　1〈S：IV，　254；Wiet：1　o．　2388

DL：VI，　20；　ll　：V，　180－1

DL：IV，150；　IG：VIII，　128－9；　ll　：

V．　178－9
　’

DL：X；210

DL：IV，　338

BZ：III，　214；　DH：II，　le4－15；　DL：IX，

295－305；　DR：357－406；　IN：V，　298－313

DM　：　278

DL：1，　65

D｝1：II，　322；　DL：IX，295；　ll　：V，　321

BZ：IV，　470；　DL：IV，　33－5；　GKS：1，　219－21；

IN：V，　358－60；　SD：VIII，　98－100

DL　：　XII，　49－50

DL　：　XII，　19

BZ；III，　243－4；　DH：II，　122－8；　DL：IX，

294－5；　IN　：　V，　313－4

121HI－i一！t－llt！：Z－L？k一！uefl－ntl！t」．．）tt．licti：lrl：i，　i22－7；DL：ii，　i94；iN：v，27s－g

DH：1，　331－9

DH：1，　547－8；　DL：III，　158；　IN：V，　352－3；

G　1〈S：1，　184

Dlff：1，　403－6；　ll　：V，452－3；　GKS：II，　129

DI｛：1，731－9；　IN：V，338－9；　GI〈S：1，　219

DL：IV，244

BZ：V，　173；　DH：II，444－5；　ll　：V，　373－4；

GKS　：　｝，　305

DH：1，386－7；工N：V，　372

DH：II，　256－8；　IN：　V，　500一一1；　G　1〈S：　II，　40；

SD＝VI王王，290－1

DH：1，　271－4；　ll　：V，442－3

DH　：　II，　326－7

DH：1，　279－80

DH：II，　157；　IN：V，　442

DH　：　II，　6

33　（347）



　
そ
の
後
、
参
照
し
た
史
料
か
ら
窺
う
限
り
、
同
家
の
成
員
が
カ
イ
ロ
へ
出
て
く
る
こ
と
は
な
く
、
活
動
範
囲
は
ア
レ
ッ
ポ
に
限
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
そ
の
活
動
も
概
ね
低
調
で
あ
る
。
そ
し
て
一
五
五
一
／
二
年
に
没
し
た
○
げ
9
1
鼠
（
×
×
毒
）
を
最
後
に
、
こ
の
家
系
の
消
息
は
途
絶
え
る
。

シ
フ
ナ
家
の
華
女
し
い
歴
史
も
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
時
代
と
と
も
に
終
わ
り
を
告
げ
た
と
い
え
よ
う
。
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以
上
、
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー
家
、
シ
フ
ナ
家
は
と
も
に
一
四
世
紀
末
か
ら
マ
．
ム
ル
ー
ク
朝
が
滅
亡
す
る
＝
ハ
世
紀
初
頭
に
か
け
て
大
力
ー
デ
ィ
ー

を
輩
出
す
る
有
力
な
家
系
で
あ
り
続
け
た
。
こ
こ
で
そ
の
経
歴
と
活
動
を
紹
介
し
た
の
は
、
主
に
両
家
の
中
で
大
力
ー
デ
ィ
：
に
就
任
し
た
者

で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
の
は
、
ま
ず
父
親
や
兄
、
お
じ
な
ど
に
つ
い
て
学
ん
だ
後
、
そ
れ
ら
の
親
族
か
ら
継
承
し
た
、
あ

る
い
は
斡
旋
し
て
も
ら
っ
た
職
を
足
が
か
り
と
し
て
出
世
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
親
族
関
係
を
通
じ
て
職
や
地
位
を
得
ら
れ

た
こ
と
は
、
彼
ら
の
経
歴
上
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
次
に
こ
の
点
を
そ
れ
ぞ
れ
の
家
系
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
み

よ
う
。①

　
こ
の
家
系
に
つ
い
て
は
、
勺
簿
曙
が
系
図
を
付
し
、
数
人
の
成
員
の
略
歴
を
紹

　
介
し
て
お
り
［
℃
o
嘗
《
這
。
。
ご
N
認
ム
O
］
、
参
考
に
な
る
が
、
誤
り
や
疑
問
に
思

　
わ
れ
る
点
が
少
な
く
な
い
。
本
稿
添
付
の
系
図
は
こ
の
℃
簿
蔓
の
系
図
を
も
と

　
に
、
あ
ら
た
め
て
諸
史
料
を
参
照
し
て
作
成
し
薄
し
た
も
の
で
あ
る
。

②
　
成
員
の
経
歴
の
典
拠
に
つ
い
て
は
表
2
参
照
の
こ
と
。
名
前
の
後
に
付
し
た
数

　
字
は
系
図
上
の
番
号
と
対
応
し
て
い
る
。
　
シ
フ
ナ
家
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る

　
（
典
拠
に
つ
い
て
は
表
3
参
照
）
。

③
　
8
p
ρ
同
ρ
7
u
剛
。
．
〉
筒
9
．
〉
σ
α
ρ
〒
ス
銀
団
μ
7
0
り
口
σ
訂
◆
一
二
八
四
1
＝
二
五
五

　
年
。
ダ
マ
ス
ク
ス
の
シ
ャ
…
フ
ィ
イ
ー
派
大
力
ー
デ
ィ
ー
な
ど
を
務
め
た
。
彼
の

　
経
歴
に
つ
い
て
は
、
近
藤
真
美
「
大
力
ー
デ
ィ
ー
、
タ
キ
ー
ユ
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ス

　
ブ
キ
ー
－
そ
の
生
涯
と
司
法
活
動
i
」
『
西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
四
二
（
一
九

　
九
五
）
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

④
　
．
囮
農
p
や
∪
営
．
〉
σ
ユ
ρ
7
．
〉
鉱
N
σ
．
言
嘗
。
7
9
日
き
銭
占
嵩
』
2
滋
．
p
　
一
二
九
四

　
一
｝
三
六
六
年
。
｝
三
四
〇
1
六
五
年
の
間
、
途
中
｝
ケ
月
半
ほ
ど
の
中
断
が
あ

　
る
が
、
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
を
務
め
た
［
面
輔
o
o
≦
欝
H
㊤
o
。
県
憶
黛
㍗

　
写
糊
§
…
o
Q
二
一
ぼ
お
0
ご
Q
。
9
ω
9
・
ロ
9
H
8
Q
。
”
一
2
1
b
。
】
。

⑤
切
夢
創
、
餌
7
∪
ヨ
、
〉
σ
α
≧
団
7
9
．
〉
σ
山
2
。
甲
即
菩
ヨ
ぎ
嵜
昌
、
〉
ρ
昌
　
一
二
九

　
四
…
＝
二
〇
一
年
生
ま
れ
。
｝
三
五
八
年
に
｝
ケ
月
半
ほ
ど
の
間
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ

　
i
派
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
任
じ
ら
れ
た
。
＝
二
六
七
年
没
［
U
国
議
押
込
。
零
あ
嚇
菊
ご

　
b
。
Q
。
令
黛
易
。
り
”
鵠
押
㊤
？
◎
。
“
≦
一
①
鴬
Z
ρ
お
b
。
O
旧
ω
鎮
一
σ
一
お
竃
“
o
。
3
。

⑥
　
各
法
学
派
か
ら
」
人
、
計
四
人
が
任
命
さ
れ
、
そ
の
職
務
は
O
鍵
四
7
．
ρ
巳
に

　
持
ち
込
ま
れ
る
問
題
に
つ
い
て
フ
ァ
ト
ワ
ー
（
賞
薯
似
）
を
出
す
こ
と
で
あ
っ
た

　
［
ヨ
9
簿
⑦
門
朗
【
δ
口
重
碧
…
お
『
…
勺
。
℃
℃
霞
”
一
8
］
。

⑦
「
そ
の
職
務
（
ヨ
碧
毒
ロ
．
）
は
ス
ル
タ
ン
の
遠
征
の
際
に
法
的
規
定
に
つ
い
て
審

　
理
す
る
こ
と
で
あ
り
、
〔
就
任
者
は
〕
二
紀
勢
〒
、
ρ
ら
に
占
め
る
べ
き
座
席
を
有
し

　
て
い
る
。
ゆ
畳
剛
㊤
7
．
霧
冨
『
は
書
法
学
派
か
ら
一
人
、
〔
計
〕
四
人
で
あ
る
こ
と
が
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通
例
で
あ
っ
た
」
［
ω
〉
”
×
H
恥
O
出
。
な
お
、
　
ハ
ソ
バ
ル
派
の
ρ
倒
熔
融
㍗
．
器
冨
『

　
を
い
な
い
と
す
る
［
竃
鍵
冨
7
月
ぎ
岳
託
碧
”
蒔
ω
ご
℃
o
罎
）
母
覧
0
8
の
は
誤
り
で

　
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
先
に
引
用
し
た
部
分
と
矛
盾
す
る
が
、
同
じ
ω
〉
の

　
「
彼
ら
は
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
i
派
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
、
マ
ー
リ
ク
派
の
三
人
で
あ
り
、

　
ハ
ン
バ
ル
派
は
い
な
い
」
管
く
』
畠
と
い
う
記
事
に
基
づ
い
た
た
め
で
あ
る
と

　
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ハ
ソ
バ
ル
派
で
こ
の
職
に
就
い
た
者
の
い
た
こ
と
を
確
認

　
で
き
る
（
。
呂
．
じ
ご
＆
『
騨
㌣
∪
同
謬
冨
覇
気
白
目
盆
㊤
磨
切
匿
σ
q
匿
似
臼
（
鵠
σ
払
O
）
［
∪
ド
“

　
囮
×
㍉
ω
学
、
ご
U
勾
”
も
。
、
お
ふ
凹
、
彼
の
父
［
∪
い
“
≦
一
H
弘
器
］
）
の
で
、
最
初
の
引

　
用
部
分
の
方
を
採
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〉
望
9
0
嵩
は
正
し
く
ハ
ソ
バ
ル
派
の
臼
臼

　
㊤
7
．
器
冨
『
も
い
た
と
し
て
い
る
［
〉
二
二
O
P
U
‘
．
、
o
Q
ε
島
O
ω
O
ロ
普
O
の
2
9
罎
㊦

　
o
脇
筈
位
蜜
曽
上
巳
【
〉
『
§
冤
H
目
、
．
、
切
肋
O
匡
9
δ
山
（
お
詔
）
（
以
下
、
〉
冤
9
8

　
と
略
記
y
①
己
。

⑧
穴
霞
で
は
．
、
a
函
三
思
ρ
円
内
《
全
一
「
ぞ
騰
、
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
マ
ム
ル

　
ー
ク
朝
時
代
、
一
野
鼠
、
勘
ヨ
器
『
器
ρ
窪
冒
ρ
饗
と
い
う
呼
称
の
相
違
は
、
必
ず
し

　
も
そ
の
機
能
の
相
違
と
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
［
5
0
o
ξ
o
屋
－
〉
げ
。
易
鉱
び

　
U
こ
．
．
Ω
影
昌
α
Q
①
言
出
二
昌
9
ご
昌
四
二
鳥
団
。
層
ヨ
o
h
護
餌
ヨ
翠
霞
労
9
粛
δ
葛
囲
〒

　
ω
銘
ε
賦
。
昌
G
。
い
．
、
き
§
ミ
器
翻
、
§
嵩
ミ
。
恥
鳶
ミ
”
鷲
（
阿
り
Q
◎
α
）
旧
い
津
二
ρ
U
’
℃
こ
ゴ
6

　
冥
ε
。
ε
3
0
剛
H
（
閣
衝
コ
ρ
創
げ
ρ
幻
一
σ
舞
ρ
ρ
。
コ
ユ
N
創
≦
ぐ
量
目
昌
山
曝
け
7
0
竃
ρ
8
δ
搾
9

　
、
亀
§
ミ
噺
句
ミ
ミ
塁
℃
鳶
魯
ミ
馬
戚
な
O
論
黛
託
題
S
嵐
賊
ミ
誠
鷺
。
自
9
鵠
p
＝
9
ρ
≦
・

　
塁
二
U
・
勺
・
醐
巳
ρ
い
①
一
ユ
・
昌
．
お
ゆ
昌
。
本
稿
で
は
、
概
ね
U
ピ
な
ど
人
名
辞
典

　
中
の
記
載
を
採
用
し
た
。
な
お
こ
の
自
・
一
－
寓
裁
筍
鴇
9
－
じ
づ
p
お
8
一
《
《
ρ
と
呼
ば
れ

　
る
施
設
に
関
し
て
は
、
罎
。
。
・
寅
富
”
ω
ト
こ
」
§
腎
禽
3
碁
聖
嚇
ミ
§
§
ミ
」
§
§
？

　
、
畏
ミ
翫
自
切
ミ
Q
鳶
§
さ
疑
。
・
O
心
落
ω
寅
梓
㌧
お
。
。
h
。
と
い
う
専
論
が
あ
る
。

⑨
最
も
権
威
あ
る
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
出
す
ウ
ラ
マ
ー
に
付
け
ら
れ
た
尊
称
罵
。
マ

　
℃
臼
”
一
〇
〇
］
。
但
し
、
℃
o
℃
唱
①
憎
が
言
う
よ
う
に
大
力
ー
デ
イ
コ
だ
け
が
こ
の
尊
称

　
を
付
け
て
呼
ば
れ
る
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
例
か
ら
閣
ら
か
で
あ
る
。

⑩
森
本
公
誠
訳
『
歴
史
序
説
』
三
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
－
八
七
）
、
第
三

　
巻
九
二
四
。

⑪
、
〉
筒
じ
d
留
7
9
1
鼠
煽
σ
費
巴
ハ
は
、
こ
の
マ
ド
ラ
サ
で
毎
年
、
q
§
錠
（
ω
）
と
頓
巴
誉

　
（
①
）
の
誕
生
祭
（
旨
聖
≦
㌶
）
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
智
㍗
§
母
無

　
亀
㍗
寒
＄
喬
喝
せ
黛
＆
亀
㍗
誉
亀
ミ
a
、
馬
－
旨
ミ
璽
亀
㍗
O
勘
ミ
ミ
き
a
』
S
（
匙
§
ミ
趣
き
a
切
匙
や

　
概
山
勘
袋
㍗
O
騎
昏
ミ
自
§
寧
㍗
肋
》
喬
ミ
ミ
”
刈
く
。
冨
こ
鱒
7
ρ
魁
凹
目
2
　
一
り
Q
o
O
l
お
◎
Q
刈
」
　
同
＜
u

　
一
G
。
り
］
。

⑫
こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
勺
⑦
ひ
蔓
は
こ
の
家
系
が
土
地
を
保
有
し
て
い
た
か
の

　
よ
う
に
述
べ
る
［
℃
陣
蔓
お
。
。
一
』
ω
ω
】
が
、
特
に
史
料
的
な
根
拠
は
挙
げ
ら
れ
て

　
い
な
い
。

⑬
N
㊤
覧
9
〒
U
ぢ
、
〉
σ
α
騨
〒
鳥
撃
言
σ
』
剛
－
起
戸
脅
着
孚
7
．
ζ
9
固
●
；
　
二
五
1

　
一
四
〇
四
年
。
　
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
の
有
名
な
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
者
［
U
い
議
く
》

　
H
謡
1
0
Q
叫
H
Ω
”
＜
弘
ざ
一
①
…
窯
ω
”
＜
目
誌
U
ふ
O
…
8
も
。
“
H
＜
b
り
I
Q
。
Q
。
］
。

⑭
　
目
餌
U
巴
－
∪
貯
．
〉
σ
二
g
－
≦
昌
団
σ
9
．
≧
同
g
あ
q
σ
露
．
　
一
三
二
六
一
九
年

　
生
ま
れ
。
前
述
の
月
竃
固
四
〒
U
冒
巴
－
ω
各
ζ
注
③
の
患
子
で
智
貯
ミ
、
翁
㍗

　
筆
生
．
蟄
居
騎
㍗
宍
裳
ミ
鼻
ミ
寒
、
ミ
ミ
ー
之
焼
、
§
ζ
な
ど
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

　
＝
二
七
〇
年
忌
。
彼
の
経
歴
に
関
し
て
は
、
仁
葛
p
冤
コ
”
一
ω
ム
窃
が
詳
し
い
。

⑮
こ
の
職
に
あ
る
者
は
、
α
囲
’
函
。
p
＝
9
轟
、
に
属
し
、
H
＆
鼠
ぴ
2
冨
汀
の
下

　
で
働
く
砂
越
で
あ
る
が
、
そ
の
職
務
は
儒
鋒
餌
7
、
麟
9
で
ス
ル
タ
ン
に
対
し
て
訴

　
え
を
読
み
上
げ
、
ス
ル
タ
ン
の
下
し
た
判
決
を
筆
記
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り

　
［
蜜
碧
冨
〒
ゴ
δ
蛋
§
宙
回
誌
幽
－
黛
℃
o
℃
℃
韓
”
り
d
、
法
関
係
の
職
と
い
ヶ
こ
と
も
で

　
き
る
だ
ろ
う
。

⑯
こ
れ
は
甘
き
匿
創
美
身
（
｛
四
〇
二
年
一
月
）
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
次
の
ペ

　
ー
ジ
で
は
甘
気
割
魯
置
月
と
な
っ
て
お
り
［
刃
ご
ω
し
。
。
。
一
、
U
ピ
で
は
一
戸
§
豊
似

　
崇
月
四
日
と
訂
正
さ
れ
て
い
る
ロ
O
。
。
］
。
ま
た
H
O
で
は
同
様
に
、
ズ
o
Q
で
は
同

　
月
五
日
と
記
さ
れ
て
い
る
犠
O
”
＜
℃
Q
Q
I
O
…
穴
ω
」
H
一
㍉
O
◎
Q
卜
o
l
ω
］
。

⑰
♪
・
1
一
四
〇
四
年
［
U
い
“
類
圏
b
。
。
㌣
ご
諸
の
四
≦
㌧
冨
b
。
ム
昌
。
9
ヨ
冒
巴
臼
母

　
と
は
、
ス
ル
タ
ン
の
厩
奮
の
管
理
を
担
当
し
、
高
位
の
ア
ミ
ー
ル
が
任
命
さ
れ
る
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職
で
あ
っ
た
［
〉
鴫
鎮
。
昌
”
㊦
ω
…
寓
舞
巴
角
ぴ
。
自
ヨ
㌶
『
心
。
。
Φ
…
勺
。
娼
喝
窪
”
㊤
舘
。

⑱
～
1
一
四
〇
七
年
［
U
い
縞
H
ど
蕊
…
窯
。
。
”
固
く
b
一
。
。
零
丁
。
留
重
器
胃
p
ご
翁
σ
貯

　
は
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
後
期
に
は
高
位
の
官
職
で
あ
り
、
ス
ル
タ
ン
の
命
令
の
執
行

　
を
監
督
す
る
な
ど
行
政
を
統
括
し
た
［
〉
嚇
δ
コ
”
魯
占
…
客
用
。
一
考
ぴ
2
ヨ
一
p
畳

　
恥
ら
。
9
勺
。
℃
唱
。
巨
8
］
。

⑲
寂
。
。
で
は
大
力
ー
デ
ィ
ー
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
誤
っ
て
3
含
四
7
．
⇔
。
・
冨
巴
に
就

　
任
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
［
＜
囲
統
一
㊤
。
。
占
］
。
℃
o
嘗
矯
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
記
述
に

　
依
拠
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
同
様
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
［
℃
簿
曼
ち
Q
。
ご
い
。
ω
○
。
］
。

　
な
お
、
冥
N
で
は
こ
の
点
正
し
く
記
さ
れ
て
い
る
［
区
弱
く
恥
ω
。
。
］
。

⑳
　
一
三
七
二
一
一
四
四
九
年
。
本
稿
で
利
用
し
た
U
溶
囲
9
刃
H
の
著
者
。
彼

　
に
つ
い
て
は
、
巴
あ
p
障
げ
蓋
置
に
よ
る
彼
の
伝
記
亀
㍗
誉
毒
激
論
§
勘
÷
U
畿
§
憶
、
闘

　
§
ミ
§
ミ
い
ぎ
黛
ぎ
ミ
乱
射
ミ
｝
嵩
き
§
寒
ミ
を
主
な
史
料
と
し
て
、
そ
の
生
涯

　
を
扱
っ
た
ズ
聖
〈
霧
7
ω
「
内
げ
噂
＼
、
H
げ
”
句
a
程
ρ
γ
．
〉
。
。
ρ
鎗
餅
鵠
（
屋
認
占
愈
O
＞
「

　
U
・
）
”
＞
Q
Q
け
蔭
α
鴫
。
出
訴
。
こ
ご
p
巳
（
σ
q
『
o
昌
＝
倉
円
α
＝
0
9
諜
o
ρ
臼
冨
二
〇
母
8
門
o
h
．
詞
瓢
ヨ

　
ぎ
図
α
q
畷
箪
．
．
勺
F
U
・
暑
。
。
●
甲
冒
8
8
コ
d
巳
ぎ
糞
ぎ
這
8
が
あ
る
。

＠
　
二
一
一
六
一
一
一
四
二
蕊
年
。
前
述
N
3
爵
a
－
O
冒
俘
〒
、
H
扇
倉
注
⑬
の
息
子

　
［
O
U
”
酬
ω
零
－
量
…
一
〇
“
＜
】
凝
b
7
b
o
…
寓
o
Q
軸
押
ω
ω
b
Q
－
2
男
一
”
Q
◎
7
G
。
…
↓
O
Q
”
一
く
噌

　
。
。
O
凸
］
。

㊤
　
∪
い
で
は
こ
の
ほ
か
に
、
邨
巴
一
ヴ
が
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
二
〇
年
（
一
四
一
七
／
八

　
年
）
以
前
に
ぎ
嵩
〉
菖
a
－
甥
㊤
二
｝
a
－
じ
ロ
三
ゆ
一
己
．
な
る
人
物
か
ら
9
－
窓
銭
旨
零

　
9
7
寓
葺
＝
内
ぞ
冤
曽
の
法
学
の
教
授
職
を
譲
り
受
け
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

　
こ
の
人
物
が
誰
の
こ
と
を
指
す
の
か
特
定
で
き
な
い
。
招
一
言
よ
り
以
前
に
同
職

　
を
保
持
し
て
い
た
と
の
記
載
が
あ
る
の
は
兄
．
＞
9
p
7
閃
p
σ
琴
似
昌
以
外
に
は
見

　
当
た
ら
な
い
の
で
、
現
段
階
で
は
彼
の
可
能
性
が
最
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、

　
結
論
は
保
留
し
て
お
き
た
い
。

⑳
　
　
一
一
二
六
五
／
六
－
一
四
二
六
年
［
O
ピ
開
く
圃
踏
、
一
脚
一
－
劇
闘
固
Ω
”
＜
巖
押
一
一
G
Q
…
踏
Q
り
”

　
H
＜
唱
“
ω
b
ユ
…
鴻
剛
ρ
”
＝
㊤
σ
闘
カ
一
σ
．
“
一
ω
α
σ
1
一
し
⇔
①
帥
嚇
6
0
り
“
圃
く
顎
O
へ
7
α
…
ノ
ぐ
8
け
”
Z
ρ

　
b
。
卜
。
轟
コ
。

＠
　
一
三
六
九
／
七
〇
1
｝
四
二
四
／
五
年
［
O
い
”
＜
剥
ω
軒
α
…
U
菊
覧
。
。
響
㊤
O
覧
O
”

　
＜
H
M
押
◎
。
①
i
Q
。
”
穴
ω
㍊
＜
為
O
一
∵
謁
汀
き
禽
乏
δ
ぼ
ヌ
。
」
①
①
の
］
。

⑯
　
～
i
一
四
三
五
年
．
［
O
ピ
”
＜
H
る
b
σ
卜
。
旧
≦
♂
ご
賭
。
」
o
◎
Φ
5
5
］
。

⑳
．
≧
p
ヨ
早
d
ぢ
σ
餌
．
＆
σ
・
、
＞
9
串
菊
書
ヨ
冒
H
葺
蝉
＝
〈
β
〆
く
選
ド
p
一

　
一
四
二
三
年
［
冨
p
答
2
ー
ゴ
δ
長
話
窮
、
『
§
一
b
卑
騨
二
。

⑳
　
帥
7
寓
8
昌
蔦
は
、
こ
れ
ら
推
薦
者
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
ず
、
「
多
額
の
金
に

　
よ
っ
て
」
［
ズ
ω
」
〈
”
⑦
b
。
。
。
］
と
記
す
。
そ
の
金
は
、
お
そ
ら
く
兄
、
〉
σ
畠
ρ
7

　
海
9
、
σ
ヨ
倒
昌
の
場
合
と
同
じ
く
、
推
薦
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑱
　
囲
σ
＝
較
p
鞍
弓
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
彼
の
二
度
目
の
在
任
時
に
ペ
ス
ト

　
発
生
の
兆
し
が
あ
っ
た
（
ρ
巳
歯
茎
）
。
そ
こ
で
彼
は
遺
産
か
ら
財
産
を
得
る
こ
と

　
（
遺
贈
）
を
統
制
し
、
布
欝
を
出
し
て
、
一
般
に
人
は
死
ぬ
際
に
自
分
の
自
由
に

　
な
る
も
の
を
遣
延
す
る
か
ら
、
遺
贈
者
が
両
目
都
に
対
し
て
遺
贈
す
る
よ
う
に
、

　
〔
そ
れ
以
外
の
〕
遺
贈
に
証
言
し
な
い
と
い
う
証
書
（
冨
5
9
〈
写
p
需
）
を
証

　
人
た
ち
に
書
か
せ
た
。
そ
し
て
彼
は
執
達
吏
（
葛
ρ
同
σ
）
を
派
遣
し
、
選
贈
さ
れ

　
た
も
の
を
徴
収
し
た
が
、
両
聖
都
の
人
々
は
そ
こ
か
ら
一
デ
ィ
ル
ハ
ム
も
も
ら
わ

　
な
か
っ
た
。
彼
が
務
め
た
年
の
計
算
書
（
匿
昌
σ
）
に
お
い
て
、
私
の
見
た
と
こ
ろ

　
で
は
、
下
エ
ジ
プ
ト
の
あ
る
村
（
σ
2
9
）
か
ら
の
わ
ず
か
な
額
以
外
に
、
何
も

　
両
聖
都
に
届
い
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
額
は
、
銀
四
〇
〇
デ
ィ
ル
ハ
ム
で
あ
っ
た

　
が
、
前
述
の
一
村
か
ら
だ
け
で
も
金
で
そ
の
十
倍
は
お
そ
ら
く
得
ら
れ
た
は
ず
で

　
あ
る
」
［
刃
ご
舘
Q
。
邑
］
。

⑳
じ
d
巴
＾
。
嘱
し
‘
§
馬
寄
ミ
§
層
～
鼓
凡
§
ミ
き
さ
ミ
ミ
鷺
§
》
§
ミ
馬
§
、
9
ぎ
㌧

　
等
貯
8
8
P
6
。
。
・
。
（
以
下
、
じ
⇒
①
井
。
《
と
略
記
y
δ
閉
…
U
H
∴
間
く
為
。
ド

⑳
　
そ
の
名
の
通
り
、
己
巡
礼
に
蘭
わ
る
行
恭
を
と
り
し
き
る
役
目
を
担
っ
た
。
駄

　
ω
〇
三
ヨ
ヨ
o
r
　
＞
こ
．
．
ω
o
ヨ
o
O
瓢
ヨ
℃
。
。
o
。
。
o
｛
勾
。
＝
α
q
一
〇
二
。
。
H
」
h
①
貯
同
α
q
望
℃
け

　
築
｝
「
冒
吸
筈
。
い
舞
。
冨
⇒
ヨ
一
巳
（
℃
o
鼠
0
9
、
、
、
9
昌
（
ち
①
α
）
…
．
〉
三
3
函
計
〉
こ

　
、
．
雪
δ
勺
＝
σ
q
ユ
ヨ
帥
畷
。
ざ
竃
o
o
8
営
該
p
ヨ
一
三
（
8
7
5
窃
い
”
．
き
、
議
ミ
ミ
胸
9
～
ミ
帯
も
。
始
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一
（
一
り
課
）
．

⑳
も
う
一
人
は
、
一
五
｝
六
年
に
ス
ル
タ
ン
が
シ
リ
ア
へ
の
霊
徳
に
伴
っ
た
者
の

　
リ
ス
ト
に
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
ナ
ー
イ
ブ
と
し
て
名
前
の
挙
が
っ
て
い
る
ω
『
碧
黒
9
7

．
O
二
巴
－
切
巳
ρ
営
同
［
し
σ
N
”
＜
迅
㈹
】
な
る
者
で
あ
る
。
今
回
検
討
し
た
限
り
、
ブ
ル

　
キ
ー
ニ
ー
家
に
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
の
者
は
見
当
た
ら
な
い
こ
と
、
系
譜
上
に
全
く
位

　
置
づ
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
違
う
家
系
の
人
間
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

⑫
　
こ
の
家
系
に
つ
い
て
は
、
太
田
氏
が
そ
の
系
図
と
典
拠
を
示
し
［
】
）
鑑
”
躯
O
O
I
一
］

　
（
こ
の
刊
本
で
は
ペ
ー
ジ
数
が
算
用
数
字
と
ア
ラ
ピ
ッ
ク
に
よ
る
数
字
の
両
方
で

　
示
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
参
照
に
際
し
て
は
算
用
数
字
の
ペ
ー
ジ
数
を
挙
げ
る
こ

　
と
と
す
る
）
、
ま
た
主
に
年
代
記
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
も
と
に
し
て
。
。
畠
一
ヨ
ヨ
9

　
が
五
名
の
成
員
（
（
＜
類
Y
（
×
一
）
い
（
×
H
く
Y
（
×
＜
濤
Y
（
×
〆
一
）
）
の
経
歴
を
紹

　
介
し
て
い
る
［
ω
o
鉱
誓
5
巴
お
・
δ
”
㊤
ω
1
一
器
］
の
で
、
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
た
。

⑳
太
田
敬
子
「
H
9
鉦
－
ω
鉱
美
色
の
ア
レ
ッ
ポ
史
に
つ
い
て
の
研
究
」
『
オ
リ
エ

　
ン
ト
』
三
ニ
ー
二
（
一
九
八
九
）
。

⑭
　
任
期
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
。
一
三
八
四
年
九
月
［
訳
ω
”
員
押
翻
り
］
か
ら
数
カ

　
月
間
（
解
任
時
期
不
明
）
、
一
三
八
五
／
六
年
か
ら
一
三
八
六
年
＝
／
一
二
月
ま

　
で
篇
○
議
r
一
り
O
浮
囚
。
隣
鱒
疑
H
拙
ω
圃
気
質
］
、
　
＝
二
八
八
年
一
二
月
か
ら
八
九
年
一

　
〇
／
一
一
月
ま
で
鴇
O
」
H
b
Φ
b
。
嚇
丙
ω
”
自
H
転
。
。
9
①
象
］
、
就
任
時
期
は
不
明
だ

　
が
＝
瓢
九
一
年
五
月
ま
で
口
O
”
凝
押
①
り
…
区
ω
鱒
昌
困
㌔
G
。
下
。
。
］
、
で
あ
る
。

⑯
　
p
・
1
＝
二
九
一
年
［
u
穴
鱒
説
く
悔
最
O
占
…
芝
寄
嘗
署
。
』
⑳
寄
］
。

⑳
　
圃
σ
母
野
聖
職
P
9
ミ
ミ
犠
㍗
b
馬
ミ
蕊
ミ
”
堂
ヨ
器
ぴ
ρ
嬉
周
り
窃
9

⑳
　
一
三
九
〇
一
一
四
一
六
年
［
u
い
”
＜
自
H
”
b
。
ω
？
9
u
勾
“
。
。
O
ω
ム
旧
旨
O
”
≦
ど

　
b
。
器
I
O
…
翼
N
”
×
H
＜
勘
置
Q
。
…
乏
δ
茸
翼
。
．
b
。
b
。
2
］
。

⑱
　
こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、
ア
レ
ッ
ポ
の
地
誌
、
地
方
史
で
あ
る
∪
竃
の
著
者
と

　
し
て
、
そ
の
生
涯
が
太
田
氏
に
よ
っ
て
主
に
U
い
に
基
づ
き
紹
介
さ
れ
て
い
る

　
［
O
霞
誌
O
。
。
占
。
。
］
の
で
参
考
に
し
た
。

⑳
　
イ
ク
タ
ー
の
分
配
、
管
理
を
そ
の
職
掌
と
す
る
臼
芝
似
昌
9
一
∴
ρ
嘱
魯
の
長
［
℃
。
ヤ

　
鷺
箕
一
〇
ご
〉
望
巴
9
ご
象
旧
諸
鴛
富
一
蒔
7
0
葺
三
き
誌
Q
。
I
O
］
。

⑳
賢
ヨ
9
ρ
7
U
罫
く
冨
鼠
9
．
＞
9
ρ
＝
台
『
嗣
ぎ
鄭
淡
理
一
σ
冒
冨
§
’
一
四

　
一
六
／
七
1
｝
四
五
八
な
†
［
護
ρ
門
8
7
↓
7
0
¢
ヨ
h
碧
瓢
b
O
Q
Q
α
㌧
O
汁
9
山
。
　
コ
餌
咽
貯
騨
7

　
写
飼
粉
は
、
も
と
は
遠
征
費
用
の
調
達
や
、
祭
の
と
ぎ
の
供
物
、
ス
ル
タ
ン
が
授

　
与
す
る
ヒ
ル
ア
（
喜
躍
．
臼
）
の
用
意
を
す
る
こ
と
な
ど
を
狽
当
し
て
い
た
が
、
次

　
第
に
権
限
を
縮
小
さ
れ
、
ヒ
ル
ア
を
用
意
す
る
こ
と
だ
け
が
そ
の
職
務
と
な
っ
た

　
［
窯
碧
ひ
9
南
［
6
ε
託
騨
ロ
”
お
l
q
ω
嚇
℃
o
℃
℃
⑦
「
”
り
刈
］
。
な
お
、
な
ぜ
こ
の
と
き
彼
が

　
〉
σ
燭
巴
－
閃
㊤
臼
を
支
援
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
こ
の
後
、
理
由
は
わ
か
ら
な
い

　
が
、
両
者
の
関
係
は
悪
化
し
、
彼
は
〉
σ
口
9
一
－
憎
9
臼
が
エ
ジ
プ
ト
の
冨
掌
σ

　
a
－
忽
轟
に
な
る
の
に
強
く
反
対
し
た
。

⑪
　
；
一
八
八
年
ま
た
は
＝
二
九
三
／
四
年
誕
生
、
…
四
五
一
年
没
［
O
い
開
く
拝

　
＝
Q
。
占
ご
O
穿
る
ボ
ー
霧
嚇
累
N
”
×
〈
”
ま
？
Q
。
脚
≦
β
o
嘗
2
9
卜
。
O
総
］
。
　
〉
σ
O
ρ
『

　
守
α
一
と
結
婚
し
た
彼
の
娘
≧
R
に
つ
い
て
は
、
U
い
”
×
鍔
。
。
邑
を
参
照
の
こ

　
と
。

＠
　
．
〉
冨
”
㊤
7
U
貯
．
〉
嵩
σ
■
蜜
鶉
廿
碧
毎
⇒
9
二
冒
σ
ロ
同
（
『
9
覧
σ
9
〒
宏
習
一
十
芝
）
．
帥
．
　
一

　
三
七
二
／
三
一
｝
四
四
〇
年
。
ト
リ
ポ
リ
や
ア
レ
ッ
ポ
の
シ
ャ
…
フ
ィ
イ
ー
派
大

　
カ
ー
デ
ィ
ー
な
ど
を
務
め
た
人
物
［
U
い
”
＜
い
。
。
8
i
ご
≦
δ
け
”
2
ρ
一
⑦
爵
］
。
ま
た

　
ア
レ
ッ
ポ
史
窺
㍗
b
ミ
、
ミ
≦
S
§
ミ
訪
｝
＆
喬
冒
．
嵩
ぎ
さ
ミ
ミ
ぎ
較
ミ
き
の
著

　
者
と
し
て
知
ら
れ
る
〔
太
田
前
掲
論
文
、
九
〇
〕
。
〉
σ
節
四
声
切
即
住
と
結
婚
し
た

　
彼
の
娘
H
（
冨
島
ご
ρ
に
つ
い
て
は
、
U
い
”
×
一
押
悼
り
を
参
照
の
こ
と
。

⑬
　
こ
れ
が
い
か
な
る
職
で
あ
る
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
城
塞
を
管
理
す
る
鼠
．
芒

　
ρ
一
ゐ
9
．
僧
の
こ
と
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
普
通
煕
十
人
長
ク
ラ
ス

　
の
マ
ム
ル
ー
ク
が
就
く
職
と
さ
れ
て
い
る
［
O
q
＞
”
同
く
、
b
。
霜
…
勺
。
℃
℃
①
コ
δ
O
一
。

⑭
人
名
辞
典
に
は
、
任
期
に
つ
い
て
何
の
言
及
も
な
い
が
、
ゆ
N
の
九
一
六
年

　
頓
黒
累
月
（
一
五
一
〇
年
六
月
）
の
条
に
「
そ
の
月
の
暮
れ
、
　
ス
ル
タ
ン
は

　
仁
ロ
路
ヨ
旦
－
U
ぢ
ジ
富
σ
ヨ
㎝
ユ
に
ヒ
ル
ア
を
お
与
え
に
な
り
（
包
《
窪
ρ
、
騨
）
、
彼
を

　
マ
ン
ス
ー
ル
病
院
の
管
理
に
任
じ
た
。
…
…
〔
中
略
〕
…
…
こ
の
下
下
旨
O
O
は
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し
σ
p
島
僧
7
U
冨
［
鼠
即
、
7
ヨ
鰍
鳥
σ
・
窯
β
骨
9
目
ヨ
p
色
H
び
昌
》
滋
｝
】
　
に
後
に
自
分
が
ア

レ
ッ
ポ
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
の
カ
ー
デ
ィ
ー
職
に
就
け
る
よ
う
に
頼
ん
で
い
た
の
だ

っ
た
。
彼
は
わ
ず
か
の
期
間
そ
れ
（
マ
ン
ス
ー
ル
病
院
の
管
理
職
）
に
留
ま
っ
た

が
、
解
任
さ
れ
た
」
固
く
㍉
。
。
G
。
］
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
後
ア
レ
ッ
ポ
の
大
力

ー
デ
ィ
ー
に
任
命
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
倶
し
、
解
任
の
時
期

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

38　（352）

三
　
有
力
家
系
の
動
向
（
二
）
1
職
と
地
位

1

ブ
ル
キ
ー
＝
一
家
の
場
合

　
こ
の
家
系
が
行
っ
て
い
た
職
の
受
け
渡
し
の
様
子
を
端
的
に
示
す
事
例
の
一
つ
は
、
二
二
七
七
年
に
ω
貯
a
ρ
駅
∪
貯
．
q
ヨ
p
同
（
。
。
）
が
大
力

ー
デ
ィ
ー
に
推
薦
さ
れ
た
際
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
．
q
白
下
は
息
子
》
σ
q
巴
k
㊤
ヨ
き
（
心
）
に
留
岳
p
ア
．
霧
犀
錠
職
を

譲
り
、
》
σ
劇
ρ
7
く
匿
ヨ
ρ
づ
は
自
分
が
就
い
て
い
た
欝
≦
ρ
同
．
巴
－
α
霧
け
職
を
弟
、
》
ぴ
α
巴
－
図
魯
ヨ
9
1
鋤
（
α
）
に
任
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
家
系
の
多
く
の
成
員
が
就
い
た
職
を
、
職
ご
と
に
整
理
し
て
示
せ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
㈲
　
エ
ジ
プ
ト
の
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
ゆ
助
曾
巴
－
．
窃
匿
錠

　
．
¢
ヨ
錠
（
ω
）
↓
跨
げ
劇
鉾
7
く
騨
ヨ
騨
口
（
蒔
）
↓
．
》
げ
伽
ρ
憎
沁
9
ザ
白
下
昌
（
切
）
↓
丁
銀
㊤
賢
U
ぎ
蜜
¢
ザ
9
ヨ
ヨ
p
α
（
お
）
↓
》
σ
飼
既
あ
9
、
鋤
傷
人
（
ω
㊤
）
↓
頃
舞
ザ

巴
む
冒
冒
昌
ρ
ヨ
ヨ
僧
α
（
卜
。
①
）
↓
じ
ご
㊤
曾
㊤
劉
∪
冒
巴
－
寓
㊤
露
巳
（
誌
）
と
継
承
さ
れ
た
。

　
こ
の
う
ち
、
》
び
四
二
あ
ρ
、
豊
鋒
（
ω
り
）
と
同
伊
夢
巴
む
冒
窓
昌
㊤
ヨ
日
㊤
α
（
・
。
①
）
が
、
こ
の
職
を
そ
れ
ぞ
れ
8
蝕
巴
－
∪
冒
蜜
属
冨
ヨ
ヨ
ρ
α

（H

閨
j
噂
誘
ぴ
凶
巴
あ
ρ
、
挫
蓼
（
ω
り
）
か
ら
直
接
引
き
継
い
だ
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
年
代
記
に
お
い
て
こ
の
間
同
職
に
就
任
し

た
ブ
ル
キ
ー
ニ
三
家
以
外
の
者
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
彼
ら
は
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
こ
の
職
を
独
占
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
㈲
　
ナ
ー
イ
ブ

　
表
4
に
示
し
た
よ
う
に
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
し
た
者
が
多
く
の
親
族
を
、
法
業
務
の
経
験
を
積
む
上
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
こ
の
職

に
任
命
し
て
い
る
。
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㈲
　
N
倒
≦
ぐ
㊤
㊤
7
渓
げ
器
げ
ω
げ
似
ぼ
団
団
9
の
法
学
の
教
授
職

　
切
㊤
げ
9
1
、
巴
－
O
貯
掲
げ
富
．
》
ρ
ロ
↓
、
φ
日
P
N
（
ω
）
↓
．
》
び
α
巴
－
園
ρ
ザ
営
似
昌
（
㎝
）
↓
0
巴
納
ザ
（
①
）
↓
閃
即
仲
ザ
巴
－
∪
冒
鼠
目
ザ
ρ
日
ヨ
㊤
α
（
b
o
①
）
”
諺
び
q
ρ
7

　
　
　
　
　
①

ω
帥
．
帥
α
9
1
げ
（
ω
O
）
↓
c
d
ρ
伽
目
帥
一
ぬ
）
圃
コ
ρ
ア
蜜
P
犀
岡
鵠
圃
（
蔭
b
⊃
）

　
㈹
　
象
び
騨
巴
－
諺
夢
鍵
［
潟
寓
”
H
H
”
躊
甲
ω
O
】
の
法
学
の
教
授
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
、
諺
σ
α
㊤
ア
昏
夢
拶
断
篇
昌
（
切
）
↓
日
巴
餌
圃
－
∪
冒
蜜
昌
ザ
帥
ヨ
ヨ
ρ
α
（
這
）
↓
ω
げ
夢
似
げ
巴
－
U
ヨ
》
ザ
ヨ
P
α
（
Q
。
○
。
）
↓
・
じ
d
野
山
H
ゆ
γ
∪
貯
］
≦
¢
廿
ρ
ヨ
ヨ
ρ
島
（
切
O
）

↓
N
9
団
⇔
巴
－
∪
貯
．
諺
び
q
巴
－
】
W
鋤
ω
暮
（
望
）

　
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
彼
ら
が
就
い
た
教
育
に
関
係
す
る
職
は
数
多
い
が
、
代
々
継
承
さ
れ
て
い
た
例
を
さ
ら
に
挙
げ
る
な
ら
、
冨
㊤
酔
霧
ρ

　
　
　
　
　
　
　
③

QQ
阜
?
昌
巨
⇒
N
鑑
㊤
め
法
学
の
教
授
職
や
、
冒
巨
．
回
げ
爵
麺
包
劇
詳
曽
7
平
首
鑓
器
巴
－
O
ご
鴛
ρ
燐
ρ
好
醤
そ
れ
ぞ
れ
で
タ
フ
シ
ー
ル
を
教
え
る
職

が
そ
ケ
で
あ
・
や

2
　
シ
フ
ナ
家
の
場
合

　
こ
の
家
系
に
つ
い
て
も
、
職
ご
と
に
就
任
し
た
者
を
整
理
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
㈲
　
ア
レ
ヅ
ポ
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
大
ガ
：
デ
ィ
ー

　
同
家
で
こ
れ
に
就
任
し
た
の
は
六
名
を
数
え
る
。
，
就
任
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
図
9
ヨ
鋤
巴
－
∪
固
ゆ
白
目
ザ
㊤
ヨ
ヨ
巴
（
H
）
を
含
め
、
》
げ
凶

㊤
賢
勢
望
置
（
H
H
）
u
諺
ぴ
自
、
ゆ
や
男
㊤
色
（
≦
）
’
跨
げ
寓
吋
僧
7
U
四
時
寓
ロ
ケ
餌
筥
ヨ
ゆ
α
（
×
）
”
臣
ω
9
ー
桝
屋
－
O
貯
》
ザ
ヨ
螢
α
（
メ
＜
γ
煙
口
。
。
9
ー
ヨ
巴
－
∪
冒
竃
僧
廿
9
口
伽

（
×
呂
）
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
跨
げ
口
巴
－
閃
9
負
》
夢
冒
進
む
同
門
蜜
昌
ρ
ヨ
8
ρ
9
い
δ
2
1
昌
巴
－
U
冒
諺
ザ
已
巴
は
親
子
三
代
で
こ
の
職
を
世
襲
し

て
い
る
。

　
㈲
ー
ア
レ
ヅ
ポ
の
マ
ー
リ
ク
派
大
力
：
デ
ィ
ー
と
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
：
派
大
力
i
デ
ィ
ー

　
シ
フ
ナ
家
は
そ
も
そ
も
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
で
あ
る
が
、
、
男
餌
夢
巴
－
U
貯
．
跨
9
㊤
7
切
魯
韓
9
1
昌
（
H
く
）
は
テ
ィ
ム
ー
ル
の
シ
リ
ア
侵
攻
後
マ
ー
リ39　（353）



ク
派
に
転
じ
、
一
四
二
一
／
二
年
頃
同
派
の
大
力
ー
デ
．
イ
ー
に
就
任
し
た
。
彼
の
死
後
、
息
子
国
ρ
き
巴
9
r
U
営
回
σ
轟
ぼ
露
（
同
メ
）
が
お
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ら
く
こ
れ
を
継
い
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
家
系
の
中
に
は
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
に
な
っ
た
者
も
い
た
。
そ
の
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
は
、
冒
三
巴
6
ぎ
竃
ロ
冨
已
ヨ
9
伽

（
×
鴇
）
℃
．
諺
h
以
混
む
ぎ
畑
塁
ρ
団
⇔
（
×
≦
）
噂
｝
夢
勢
至
6
貯
黒
漆
ρ
ヨ
日
巴
（
×
×
≦
）
の
三
管
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
前
二
者
が
ア
レ
ッ
ポ
の
シ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ー
フ
ィ
イ
ー
派
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
な
っ
た
。
但
し
両
者
の
間
で
こ
の
職
の
継
承
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
が
ハ
ナ
フ
ィ
イ
：
派
か
ら
マ
ー
リ
ク
派
や
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
：
派
に
転
向
し
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
H
鑓
巴
巴
む
冒

冨
q
廿
ρ
琴
ヨ
曽
傷
に
つ
い
て
は
、
∪
じ
に
そ
の
理
由
が
詑
さ
れ
て
い
る
。

　
　
祖
父
が
彼
を
彼
ら
の
法
学
派
（
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
）
か
ら
転
向
さ
せ
て
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
と
し
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
ア
レ
ッ
ポ
の
〔
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
〕
カ

　
　
　
ー
デ
ィ
ー
に
な
れ
ば
彼
ら
〔
一
家
〕
に
対
す
る
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
カ
ー
デ
ィ
ー
た
ち
の
圧
力
（
ヨ
昌
鼠
壁
ρ
q
魯
）
か
ら
解
放
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
q
〆
b
⊃
O
出

す
な
わ
ち
反
対
勢
力
を
牽
制
し
、
自
ら
の
家
系
の
活
動
を
拡
大
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
前
述
の
よ
う
に
》
び
q
g
－
≦
巴
置

（H

g）

竚
ｿ
葱
ρ
智
司
餌
住
（
話
）
が
投
獄
さ
れ
た
り
、
追
放
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
あ
る
親
族
が
こ
の
よ
う
に
各
を
受
け
た
場
合
に

累
を
家
系
の
全
員
に
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
対
応
策
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
他
の
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー

派
や
マ
ー
リ
ク
派
に
転
向
し
た
者
も
、
こ
れ
ら
と
同
じ
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
㈲
　
ア
レ
ッ
ポ
の
園
似
江
σ
巴
虫
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
》
σ
口
巴
扇
㊤
住
（
話
）
の
後
、
息
子
》
普
胃
巴
6
ぎ
冨
昌
㊤
ヨ
ヨ
㊤
α
（
×
）
と
孫
、
a
臥
9
む
貯
昼
餐
9
巻
（
×
≦
）
が
同
職
に
就
い
た
。
し
か
し

そ
の
任
期
は
ど
ち
ら
も
不
明
で
、
両
者
と
も
そ
れ
ぞ
れ
親
か
ら
直
接
こ
の
職
を
引
き
継
い
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
諺
夢
心

巴
－
U
ぢ
鼠
広
冨
ヨ
ヨ
巴
は
、
こ
の
職
の
ほ
か
に
父
と
同
様
ア
レ
ッ
ポ
の
鼠
咽
旨
巴
－
同
字
げ
と
鼠
戸
岸
巴
ゐ
巴
．
9
に
も
就
任
し
た
と
さ
れ
る
。

　
㈹
　
ナ
ー
イ
ブ

　
表
4
に
示
し
た
ご
と
く
、
ブ
ル
キ
ー
二
i
家
の
場
合
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
、
こ
の
家
系
で
も
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
な
っ
た
者
が
そ
の
子
弟
を
同
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職
に
任
命
し
て
い
る
。

　
㈲
協
ヨ
唆
巴
涛
伊
ぴ
謬
の
ハ
テ
ィ
ー
ブ

　
、
諺
蘇
、
㊤
7
∪
冒
回
σ
5
閑
げ
黒
圃
σ
巴
－
2
霧
笛
k
団
9
↓
諺
び
口
ρ
や
司
㊤
色
（
≦
）
↓
》
昏
冒
㊤
7
U
鑓
言
口
炉
僧
日
ヨ
㊤
Ω
（
×
）
↓
N
p
ぼ
巴
－
O
ヨ
、
諺
σ
α

㊤
7
切
舘
暮
（
×
ヌ
）

　
ω
　
巴
－
諸
夢
曾
霧
ρ
巴
あ
鼠
α
げ
σ
ρ
犀
暮
蔓
累
ρ
巴
ぬ
葺
傷
禦
ぐ
団
麟
の
法
学
の
教
授
職

　
晶
嗣
者
の
ポ
ス
ト
は
、
》
げ
凶
伊
智
芝
巴
囹
（
H
H
）
↓
跨
σ
q
巴
－
周
㊤
住
（
≦
）
↓
▼
》
沖
げ
冒
卑
賢
U
同
昌
鼠
賃
炉
9
ヨ
ヨ
ゆ
α
（
メ
）
”
ω
ρ
議
ρ
7
U
冒
．
》
σ
α
巴
－
し
d
騨
匿

（
図
H
）
と
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
［
O
竃
邑
。
。
出
。
後
者
も
》
げ
凶
巴
的
㊤
曾
が
父
の
あ
と
を
継
ぎ
、
そ
の
後
息
子
（
不
明
）
に
譲
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
冒
蜜
凸
。
。
ω
］
。

　
そ
の
他
、
こ
の
よ
う
な
宗
教
や
教
育
に
関
わ
る
職
で
親
族
間
で
継
承
し
た
こ
と
の
わ
か
る
例
は
、
》
げ
薗
巴
句
9
色
（
≦
）
が
舅
．
跨
蘇
、
ρ
㌍

U
冒
H
げ
資
囚
げ
ρ
嘗
げ
巴
－
乞
承
伝
一
雲
脚
ρ
の
あ
と
を
継
ぎ
、
息
子
（
不
明
）
に
譲
っ
た
と
さ
れ
る
ア
レ
ヅ
ポ
の
㊤
r
蜜
9
武
器
ρ
巴
－
¢
露
量
象
団
饗
の

法
学
の
教
授
職
［
∪
蜜
凸
。
。
ω
】
、
ま
た
ω
㊤
昌
巴
－
∪
醒
、
諺
σ
Ω
巴
－
じ
σ
ρ
員
（
区
H
）
が
父
諺
σ
麟
巴
－
閏
9
住
を
継
い
で
就
任
し
た
カ
イ
ロ
の
巴
山
帥
B
一
、

巴
－
冨
鐸
、
㊤
嘱
団
嚢
。
蝕
団
団
㊤
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
講
師
の
職
、
囚
二
男
ρ
費
目
あ
げ
自
身
9
製
図
9
の
シ
ャ
イ
フ
職
な
ど
で
あ
る
。

　
以
上
、
両
家
は
、
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
多
く
の
職
を
家
系
内
で
継
承
、
斡
旋
し
て
保
持
し
て
い
た
。

　
相
違
は
両
家
の
職
歴
、
法
学
派
、
活
動
範
囲
の
面
で
見
ら
れ
る
。
ブ
ル
キ
ー
ニ
ー
家
の
成
員
は
、
ほ
と
ん
ど
法
や
教
育
関
係
の
職
に
の
み
携

わ
り
、
全
員
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
i
派
で
、
そ
の
活
動
範
囲
は
ほ
ぼ
カ
イ
ロ
と
下
エ
ジ
プ
ト
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
シ
フ
ナ
家
は
、
冨
鉱
σ

巴
血
道
や
コ
9
1
咽
貯
巴
∴
曙
畢
な
ど
官
僚
職
に
も
携
わ
り
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
に
属
す
る
者
だ
け
で
な
く
マ
ー
リ
ク
派
や
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
に

転
向
し
た
者
が
お
り
、
ア
レ
ッ
ポ
と
カ
イ
ロ
に
ま
た
が
っ
て
活
動
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
相
違
は
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

シ
フ
ナ
家
に
限
ら
ず
、
今
回
検
討
し
た
時
期
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
大
力
ー
デ
ィ
ー
二
四
心
中
一
六
名
が
ア
レ
ヅ
ポ
な
ど
シ
リ
ア
地
方
の
出
身
で
あ

る
。
一
方
、
ブ
ル
キ
呈
色
ー
家
の
よ
う
に
、
カ
イ
ロ
を
含
む
エ
ジ
プ
ト
出
身
の
大
黒
ー
デ
ィ
ー
が
エ
ジ
プ
ト
以
外
で
職
に
就
い
た
例
は
少
な
い
。
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表4　ナーイブの任命考と被任命者
’ブルキー出一家

．被 ．任 命 者

Siraj　al－Din　‘Umar　（3）

‘Alam　al－Din　＄alil．i　（6）

Shihab　al－Din　Aljmad　（10）

Taj　al－Din’Mul）ammad　（19）

Zayn　al－Dln　Qasim　（20）

Wali　al－Din　Mulparnmad　（28）

Baha’　al－Din　Muhammad　（31）

Zayn　al－Din　Qasirn　（19）

＄alab　al－Din　al；Makini　（23）

Baha’　al－Din　Abit　al－Baqa’　Muhammad　（24）

Wali　al－Din　Alpmad　（32）

Shihab　al－Din　Aljmad　（38）

Badr　al－Dln　AbU　al－Sa’adat　Muljammad　（39）

Badr　a1－D1n　aレ皿akini（42）

Jalal　al－Din　‘Abd　al－Raljrnan　（47）

Badr　aトDln　Mゆammad（50）

Badr　al－Din　al－Makini　（42）

者命任

Bahat’　al－Din　lbn　‘Aqil

JalEl　al－Din　‘Abd　al－Ral）man

（5）

’Alam　al－Din　＄alilj　（6）

（A＝アレッポ，C　1＝カイロ，でナーイブを務めたことを表す）

§alaりaレDエn　aレMakini（23）

シフナ家．

者命日被目下任

‘Ala　j　al－Din　‘Ali　（M）　（A）

‘AIE’al－Din　tAli（皿）（A）

Fat阜al－Din’Abd　al－Ral）m瓢n（N）（A）（ハナフィー派）

Athir　al－Dln　Mゆa皿mad（X）（A）

Sari　aレDin‘Ap．q．　a1－Barr（XI）（C）

Muhibb　a一一Dエn　Mゆalnmad（XX皿）（C）

Kamal　gl－Din　Mul」amrpad　（1）？

Muhibb　al－Din　AbU　al－Walid

（li）

Muhibb　al－Din　Abg　al－is’adl

（W）

Sari　al－Pin　‘Abd　al－Barr　（M）

ま
た
職
歴
を
見
る
と
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
．

派
大
力
ー
デ
ィ
ー
が
最
も
多
く
官
僚

職
に
携
わ
っ
．
た
経
験
を
持
っ
て
い
る
。

以
上
か
ら
考
え
て
、
両
家
の
相
違
は

そ
の
出
身
地
域
や
元
来
属
す
る
法
学

派
の
違
い
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ

⑨b
つ
。

　
と
も
あ
れ
、
重
要
な
の
は
、
ど
ち

ら
．
の
家
系
の
成
員
も
出
身
地
域
を
活

動
の
拠
点
と
し
て
法
や
宗
教
・
教
育

に
関
わ
る
職
に
就
く
こ
と
を
専
ら
と

⑩し
、
そ
れ
ら
の
職
を
直
系
を
軸
に
親

族
間
で
持
続
的
に
確
保
し
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に

親
族
関
係
を
通
じ
て
得
た
職
を
足
場

に
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
す
る
ま
で

に
至
っ
た
者
は
、
親
族
を
ナ
ー
イ
ブ

に
任
命
す
る
な
ど
、
そ
の
地
位
に
伴

う
権
益
を
利
用
し
て
さ
ら
な
る
家
系
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の
維
持
、
発
展
に
配
慮
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
す
な
わ
ち
、
両
家
の
よ
う
な
有
力
家
系
が
成
立
す
る
要
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

依
拠
し
た
史
料
の
性
格
上
、
彼
ら
の
経
済
的
な
基
盤
に
つ
い
て
は
な
お
不
明
な
点
が
多
い
が
、
上
述
の
ご
と
き
職
か
ら
得
ら
れ
る
俸
給
や
利
益

が
主
た
る
収
入
源
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
早
く
か
ら
子
弟
の
教
育
に
当
た
り
、
身
内
か

ら
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
す
る
者
が
出
る
よ
う
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

①
団
帥
夢
旦
－
U
冒
諸
魯
僧
旨
旨
鼠
が
、
い
つ
雷
門
自
発
の
後
任
と
し
て
こ
の
職
を

　
得
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
萌
巴
拶
の
生
前
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
［
∪
い
”
＜
目
、

　
三
越
。
留
一
拶
の
死
後
、
既
述
の
よ
う
に
〉
菖
9
マ
。
Q
p
．
側
α
鐸
が
自
分
に
も
相
続

　
権
の
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
同
職
を
得
た
が
、
彼
の
死
ぬ
ま
で
の
間
同
職
は
彼
と

　
同
黒
σ
㊤
7
U
同
昌
昌
畠
㊤
鞍
鼻
p
島
が
共
同
で
受
け
持
ち
、
そ
の
緩
司
9
葺
巴
－
U
ぎ

　
窯
各
㊤
ヨ
ヨ
＆
が
単
独
で
担
当
し
た
。

②
彼
が
こ
の
ポ
ス
ト
に
就
い
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
息
子
円
a
帥
〒

　
∪
ぎ
言
呂
騨
ヨ
ヨ
p
ユ
（
一
㊤
）
に
そ
れ
を
譲
っ
た
（
茜
σ
q
三
民
冨
－
｝
吾
）
と
い
う
［
O
ピ
”

　
〈
H
固
b
O
凹
。

③
　
こ
の
施
設
に
関
し
て
は
、
し
づ
①
蒔
薯
が
そ
の
ワ
ク
フ
文
書
を
利
用
し
て
や
や
詳

　
し
く
｝
冨
及
し
て
い
る
冨
。
蒔
。
質
ざ
凸
］
。

④
　
そ
れ
ぞ
れ
の
就
任
者
を
就
任
順
に
列
挙
す
れ
ば
次
の
通
り
。

　
　
竃
＆
星
蟹
ω
㎝
含
昌
接
ぎ
N
鑑
貸
．
瞬
N
N
a
－
U
同
調
．
〉
σ
α
黛
－
．
＞
N
団
N
（
一
ω
）
－
b
d
夢
劉
”

　
　
　
紀
－
∪
む
㌶
旦
誉
8
§
毘
（
も
Q
一
）
↓
、
H
N
N
帥
7
U
ぎ
．
＞
U
亀
帥
智
．
〉
魁
N
（
濠
）

　
　
一
9
1
諺
一
、
下
露
6
8
9
営
“
己
三
碧
（
G
Q
）
↓
．
》
9
9
ゲ
潟
菩
ヨ
習
（
α
）
↓
↓
9
1
回
旦
－
∪
ヨ

　
　
　
護
喜
9
ヨ
ヨ
＆
（
一
り
）
・
N
ξ
コ
匙
－
］
）
ぎ
ρ
訓
繊
細
（
昏
。
O
）
（
こ
の
二
人
は
共
同

　
　
　
で
担
当
）
↓
〉
σ
口
気
－
ω
餌
、
注
鐸
（
。
。
O
）

　
　
旦
－
寓
a
座
鈴
2
－
じ
d
ρ
三
8
一
《
嘱
碧
、
q
ヨ
p
『
（
ら
Q
）
↓
、
〉
σ
島
9
－
涛
菩
ヨ
9
（
q
）
↓

　
　
　
留
一
浮
（
Φ
）
↓
喝
僧
魯
巴
－
∪
同
昌
竃
二
言
旨
旨
9
創
（
舘
Y
＞
9
旦
－
望
、
鑑
鋒
（
ω
り
）

　
　
　
（
両
者
の
就
任
形
態
は
N
嬰
く
ぐ
斜
巴
－
剛
く
7
霧
冨
扇
σ
ぞ
）
鼻
の
場
合
と
同
様

　
　
　
（
注
①
参
照
）
）

⑤
　
司
ρ
書
9
－
U
ぎ
、
〉
σ
山
毘
－
刃
菩
一
転
　
の
死
ん
だ
の
が
八
三
〇
年
明
二
廿
碧
鎚
ヨ

　
月
八
日
（
一
四
二
六
年
＝
月
九
日
）
、
緊
ρ
ヨ
巴
ρ
7
U
ぎ
H
琴
似
露
ヨ
の
こ
の
職

　
に
就
任
し
た
の
が
八
三
一
年
（
一
四
二
七
年
一
〇
月
二
二
日
i
一
四
二
八
年
一
〇

　
月
一
〇
日
）
と
そ
の
間
が
一
年
ほ
ど
あ
る
が
、
他
の
者
が
同
職
に
就
任
し
た
記
事

　
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
後
者
が
前
者
の
あ
と
を
継
い
だ
と
考
え
て
間
違
い
な
い
だ

　
ろ
う
。

⑥
冒
亜
ゆ
7
U
冒
蜜
q
冨
総
角
＆
の
同
職
へ
の
就
任
は
一
四
五
七
／
八
年
頃
で
あ

　
つ
た
と
い
う
【
σ
い
辿
×
b
O
㊤
］
。
そ
の
後
一
四
六
六
年
に
彼
が
こ
の
職
を
解
任
さ

　
れ
た
と
い
う
記
事
を
壱
ロ
N
に
見
出
せ
る
口
押
置
凹
が
、
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
在
任

　
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
　
＝
刀
．
〉
｛
罵
鈴
〒
U
ぎ
蔵
島
曙
コ
に
つ
い

　
て
は
、
　
一
四
九
五
年
こ
の
職
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
冨
N
輔
H
鼻
ω
O
？
ご

　
が
、
い
つ
解
任
さ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

⑦
∪
い
に
は
彼
が
こ
の
職
に
就
任
し
た
と
い
う
記
述
は
な
く
、
ア
レ
ッ
ポ
の
鼠
覧
「

　
a
－
添
《
。
q
7
と
鼠
凪
鴨
鈴
－
ρ
鈴
、
帥
に
就
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
窟
×
噌
b
。
O
凹
。
　
「

　
方
∪
＝
で
は
叡
銘
σ
巴
色
霞
と
昌
二
途
帥
こ
竃
ω
7
に
就
任
し
た
と
あ
る
［
昌

　
。
。
卜
。
舘
。
こ
こ
で
は
両
方
の
記
述
を
折
衷
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

⑧
　
シ
フ
ナ
家
の
成
員
四
名
（
凸
角
。
。
卸
ヨ
僧
7
U
同
鵠
護
p
σ
ヨ
㎝
創
（
×
×
圏
）
（
鶏
h
◎
Q
。
q
）
は

　
カ
イ
ロ
で
生
ま
れ
て
い
る
が
、
シ
フ
ナ
家
が
ア
レ
ッ
ポ
を
拠
点
と
し
続
け
て
い
た

　
こ
と
、
彼
が
ア
レ
ッ
ポ
で
職
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
ア
レ
ッ
ポ
出
身
者
と
見
な
す
）

　
に
加
え
て
、
　
羅
P
ど
ρ
8
0
◎
噂
一
Q
Q
㌧
一
伊
一
『
b
b
⊃
O
’
卜
⊃
b
o
慧
粘
δ
介
鋼
筆
’
ト
ニ
○
◎
が
シ
リ
ア
出

　
身
で
あ
っ
た
。
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⑨
　
法
学
派
の
転
向
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
を
要
す
る
が
、
シ
フ
ナ
家
の
ケ
ー

　
ス
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
に
属
す
る
者
と
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
に
属

　
す
る
者
の
澱
か
れ
て
い
た
状
況
の
違
い
が
影
響
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

　
ら
れ
る
。
当
時
最
も
優
勢
で
あ
っ
た
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
の
者
に
他
の
法
学
派
に

　
転
向
す
る
積
極
的
な
理
由
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
ウ
ラ

　
マ
ー
の
場
合
は
、
ス
ル
タ
ン
な
ど
マ
ム
ル
ー
ク
が
同
派
に
属
し
て
い
た
た
め
に
、

　
彼
ら
と
関
係
を
持
つ
こ
と
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
＞
9
9
－

　
乏
毘
遣
（
目
）
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
争
い
の
余
波
を
受
け
る
危
険
性
も
高
か
っ
た

　
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑩
澗
家
の
成
員
だ
け
で
な
く
、
大
力
i
デ
ィ
ー
就
任
者
た
ち
の
経
歴
を
見
て
も
、

　
彼
ら
が
就
い
た
職
は
概
ね
法
関
係
や
宗
教
・
教
膏
関
係
の
職
で
あ
り
、
官
僚
職
に

　
携
わ
る
こ
と
は
少
な
い
。
一
方
、
寓
p
昌
。
7
誹
8
量
彗
に
よ
れ
ば
、
法
や
宗
教

　
に
関
係
す
る
職
に
就
い
た
経
歴
を
持
つ
官
僚
が
多
い
と
い
う
［
窓
騨
暴
①
〒
目
7
0
午

　
諺
圭
冠
”
＄
よ
昌
。
彼
女
は
、
エ
ジ
プ
ト
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
だ
け
で
な
く
、
ム
フ
タ

　
シ
ブ
や
シ
リ
ア
地
方
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
な
ど
を
も
考
察
の
紺
象
に
含
め
て
論
じ
て

　
い
る
の
で
、
現
段
階
で
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ウ
ラ
マ
ー
と
官
僚

　
の
関
係
は
、
今
後
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。
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結
び
と
今
後
の
展
望

　
ブ
ル
キ
二
曲
ー
家
と
シ
フ
ナ
家
と
い
う
事
例
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
、
大
力
ー
デ
ィ
ー
の
有
力
家
系
の
存
立
基
盤
は
、
そ
の
成

員
が
恵
ま
れ
た
教
育
環
境
に
育
っ
た
こ
と
と
親
族
に
よ
る
配
慮
や
引
き
立
て
で
容
易
に
職
を
得
ら
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
親
族
に
大

力
i
デ
ィ
ー
経
験
者
の
い
る
者
が
ま
た
多
く
大
力
ー
デ
ィ
ー
に
就
任
で
き
た
の
も
、
そ
れ
ら
が
理
由
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
国
。
・
o
o
＜
洋
N

が
推
測
し
た
よ
う
に
単
に
良
い
家
柄
の
出
身
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
く
、
も
っ
と
実
質
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
親
族
関
係
は
、
大
力
ー
デ
ィ
：
就
任
に
至
る
過
程
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
に
見
た
通
り
、
親
族
の

ツ
テ
を
頼
ら
な
い
で
も
、
才
能
が
認
め
ら
れ
た
り
、
賄
賂
や
有
力
者
と
の
コ
ネ
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
位
に
就
い
た
者
も
多
く

い
た
。
し
か
し
、
従
来
い
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
に
は
、
ウ
ラ
マ
ー
の
社
会
的
流
動
性
（
ω
0
9
学
際
。
び
監
蔓
）
は
高
く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
い
ρ
祉
α
島
は
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
時
代
に
は
、
政
治
的
、
経
済
的
な
不
安
定
さ
、
ペ
ス
ト
や
飢
饒
に
よ
る
死
亡
率
の
高
さ
な
ど
の
た
め
に
、

ウ
ラ
マ
ー
の
社
会
的
流
動
性
を
阻
害
す
る
よ
う
な
舟
囲
家
系
が
成
立
し
に
く
く
、
三
、
四
世
代
に
わ
た
っ
て
職
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ

っ
た
と
論
じ
て
い
る
［
い
巷
置
器
”
躍
O
】
。
ま
た
、
三
浦
琉
も
「
ア
ラ
ブ
圏
に
は
、
一
時
の
権
勢
を
ふ
る
う
名
家
の
存
在
は
み
ら
れ
る
が
、
百
年



一四世紀来一一六世紀初頭エジプトの大カーディーとその有力家系（伊藤）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

以
上
持
続
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
少
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
ブ
ル
キ
ー
ニ
室
家
や
シ
フ
ナ
家
は
特
に
例
外
的
な
存
在
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
一
四
世
紀
末
以
前
に
も
い
く
つ
か
の
有
力
な
家
系
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
ダ
マ
ス
ク
ス
で
も
そ
の
よ
う

な
家
系
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
両
家
の
よ
う
な
有
力
家
系
が
多
く
の
職
を
専
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ウ
ラ
マ
ー
の
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

会
的
流
動
性
は
あ
る
程
度
抑
制
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
ブ
ル
キ
：
ニ
ー
家
、
シ
フ
ナ
家
の
事
例
や
大
力
ー
デ
ィ
ー
の
経
歴
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
縦
方
向
の
社
会
的
流

動
性
だ
け
で
な
く
、
横
方
向
、
す
な
わ
ち
空
間
的
移
動
性
も
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
に
、
ウ
ラ
マ
ー
は

学
問
の
師
を
求
め
て
各
地
を
遊
学
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
空
間
的
移
動
性
も
高
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ブ
ル
キ
：
ニ
ー
家
も
シ
フ
ナ
家

も
出
身
地
域
を
活
動
の
拠
点
と
し
続
け
て
お
り
一
そ
れ
は
、
留
一
盲
（
①
）
が
ダ
マ
ス
ク
ス
に
赴
任
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
エ
ジ
プ
ト
の
大
力

！
デ
ィ
ー
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
、
諺
σ
日
置
句
ρ
色
（
≦
）
が
カ
イ
ロ
へ
出
て
き
た
後
も
ア
レ
ッ
ポ
で
財
産
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
に
も
表
れ
て

い
る
i
、
ま
た
、
先
に
触
れ
た
エ
ジ
プ
ト
出
身
者
に
限
ら
ず
、
多
く
の
大
力
ー
デ
ィ
ー
た
ち
が
就
任
前
に
地
元
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
い
る
。

す
な
わ
ち
、
勉
学
の
た
め
に
遠
く
旅
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
キ
ャ
リ
ア
の
追
求
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
地
元
志
向
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
見
解
は
、
限
ら
れ
た
事
例
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
時
代
的
に
も
地
域
的
に
も
視
野
を
広
げ
、
さ
ら
に
他
の
事
例
と
の

比
較
、
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ウ
ラ
マ
ー
の
社
会
的
流
動
性
、
ひ
い
て
は
「
幽
霊
の
よ
う
な
観
念
」

と
も
さ
れ
る
ウ
ラ
マ
ー
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
　
三
浦
徹
「
ウ
ラ
マ
ー
」
　
『
講
座
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
別
巻
　
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
ハ
　
　
　
　
の
主
旨
も
こ
の
点
に
あ
っ
た
。
ま
た
誓
ご
⑦
ユ
8
望
も
、
父
親
の
就
い
た
マ
ド
ラ
サ

　
　
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
（
悠
参
社
、
一
九
九
五
年
）
、
二
五
二
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
教
授
職
を
息
子
が
長
続
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
様
の
見
解
を
と
つ

　
②
ダ
噂
、
ス
ク
ス
の
カ
ー
デ
ィ
ー
の
経
歴
を
検
討
し
た
ζ
p
＝
9
≦
＝
o
の
前
揚
論
文
　
　
　
　
て
い
る
［
5
J
o
鱒
。
冤
”
感
謡
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
郁
火
掌
大
学
院
生
　
京
都
市
董
京
区
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The　Social　Background　of　Chief　Judges　of　Egypt　during

　　　　　the　Late　MaMIUk　．　Period（14　th－16　．th／　centuries）

by

ITo　Takao

　　In　663／1265　the．．ludicial　system．of耳gypt．　Was　reformed　under．　the

Mamlrkk・　rule：’．’the　’four　chief．　judgeships．　were　．　establish．ed．，・．，・Whereas

previously　thqre．　had，　only　been　a　Shafi‘1　，chieC・．judge，．　there．．．，w．ere　now

chief　judges　ior　the　H4nafls，　．Malikis，　and　Hanbalis．　as，／w．eli．．・／This　re－

formed　system　remained　intact　until　the　ear！y　16　th　century　when　the

Ottoman　．administration　in　Egypt．imposed・　judicial　．changes．

　　Although　many　aspects．　of／these　chief　judges・h．　ave　beep　ana1yzed，．，／／th．．．e

means・by　which　chief　judge＄・were　appointed・has，一，been，・ignQred．　Namely’，

the　careers　of．　chief．　judges　during　the　late　．　Mamlttk，period，　frorn　the　end

of・／the　14　th　century　tor／　the・．．early’　16　th．centqry，，h．　ave　not　been．．fully

examined　yet．　・，．

　・The　investigation　of　their　careers．　makes　it　cSeax．．that　／the　majQr．　reasons

for　an　appointment　to　the　chief　judgeship　of　that　era　were　（A）　scko！arly

reputation，　（B）・・succession．　of．　a．　deputy・　judge．．．（pta”ib）．，　（C）　bribery，・／（D）

patronage，　（E）　family．　connectiQn，．．or　some　cor　bina．．tion　of　．them．

　　Of．　them　family・　connection　．　was　・the　most，　imporl　ant　factor．　Two’　in，fl　u－

ential　fami王ies．that　produced．、　a．1．．：numberデ．っf．．；chlβf　ludges，　the　Ba煎a1－

Bulqlni　and　tke　Bana／　al－Shibna，　．　provide，．，gQQd・　examp！e＄，，　’Bp．　th．　fqmi！ies

held　・many　judicial，　religious・　and　educati．qn．a！　prQfe．＄sio．n．　s．ip，　th，eir，／・birth－

Places　through　several．generations．　・　The　presence　of　these　fapa．　ilie＄・／revea！s

that　the　social／mobility　，　ef　／the　‘ulama／’　，　w　4s．，’．limited，　cpntrary　to　．　the

generaliy　accepted・　view．・
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